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再    開  （午前  ９時００分）  

 

○議  長  

皆さんおはようございます。  

ただいまの出席議員は１２名で定足数に達しておりますので、これより平成

２７年平群町議会第５回定例会を再開いたします。  

これより本日の会議を開きます。  

（ブー）  

○議  長  

本日の議事日程はお手元に配付いたしております議事日程表のとおり一般質

問であります。  

日程第１  一般質問を行います。  

今定例会の一般質問は１１名の議員から提出されています。本日は発言順位

１番から６番までといたします。順次質問を許可いたします。  

発言番号１番、議席番号２番、城内君の質問を許可いたします。城内君。  

○２  番  

おはようございます。一番新米のくせに厚かましくも２回とも１番引いてし

まいまして、えらい申しわけありません。それでは質問にかからしていただき

ます。  

まず、上水道事業について質問したいと思います。  

まず質問１、上水道事業の経理が普通経理になり、企業出身の私にはよりわ

かりやすくなり、ありがたく思っています。老朽化した施設のこれからの更新

計画と経理状況についてお聞きしたいと思っています。議員１年生として非常

に初歩的な質問で申しわけありませんが、お答えください。  

一般の会社では大きな計画や必ず必要となる経費については、○○引当金と

かかくかく準備金の名目で積み立ててゆき、必要が生じればその目的に応じた

積立金なり準備金を充当してゆきますが、この決算報告にはそれらしいものが

見当たりません。以前にいただいた平群町水道事業ビジョン、これですね、こ

としの３月かな、いただいたんですが、これによりますと、この資料の中には

上下水道の抱える問題やビジョンについて詳しく説明され、老朽施設の更新計

画が述べられていますが、それへ向けて積立金の計上がないと実施困難ではな

いかと危惧しております。  

平成２６年度決算において、繰越欠損金の１億１，６００万が制度改正に伴

って解消され、反対に利益剰余金２億３，４００万が計上されております。本

来はこの部分から積立金に資金移動をされるのではないでしょうか。お答えく
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ださい。  

次に、ことし３月に発行された前述の冊子には３９ページ以降に、機能診断

に基づく施設・設備更新計画に詳しく述べられています。非常に立派な資料だ

と思いますが、早急を要する事項とその費用をここ３年分だけでも試算願えま

せんでしょうか。そして、それらを実行した場合の予想される損益はいかがで

しょうか。４９、５０ページに、その長期的な見通しが載っていますが、短期

的見通しとして達成可能でしょうか、お答えください。  

以上、よろしくお願いします。  

○議  長  

上下水道課長。  

○上下水道課長  

それではお答え申し上げます。  

最初に積立金についての御質問ですが、お述べのとおり、利益剰余金の中か

ら経理上、積立金への処分を行って区分し、建設改良等に充てられる資金を確

保しておくということは経理上重要なことです。しかしながら、平群町におい

ては、平成２６年度決算時点におきまして、過去からの繰越欠損金１億１，６

５４万９２７円があり、毎年度の純利益については、この欠損金の解消に充て

なければなりませんでしたので、積立金への処分はこれまで行うことができま

せんでした。  

また、２６年度決算において、公営企業会計の資本制度改正に伴いまして、

この繰越欠損金については、これまでに国からの補助金などで建設した資産を

改めて償却し、その累計額を長期前受金として収益化する中で、資本から利益

剰余金へ移行したことにより相殺されて解消してはおりますが、経理上の処理

でありまして現金が動いたわけではありませんので、積立金への処分は当面は

できないと考えております。  

ただ、そのような経理内容ではございますが、その上で、昨年度にアセット

マネジメントの手法により、今後の老朽施設更新計画を財政も勘案しながら策

定しております。  

次に、３年間程度の短期的な見通しについてお尋ねですので、平成２８年度

から３０年度までの３カ年について概略を御説明申し上げます。  

来年度平成２８年度につきましては、主な更新事業といたしまして中央受水

池の受変電盤の更新工事に１億円程度を予定しており、これは極力起債を財源

としたいと考えておりますので、資本的収支の不足額を抑えつつ、収益的収支

については、純利益は２，０００万円程度発生する予測となっております。  

２９年度では中央受水池及び高区配水池の計測機器、制御盤等に４，０００
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万円。これに加えて中央受水池の耐震対策の実施を検討していきたいと考えて

おります。損益的には２６年度並みに抑えたいと考えております。  

３０年度につきましては、３，２００万円程度で中央受水池、若葉台配水池、

緑ケ丘配水池、櫟原中継地の機器類の更新工事を予定しております。これも損

益的には２６年度決算並みに抑えたいと考えております。  

また、各年度におきまして、老朽化した水道管の更新についても適宜実施し

たいと考えております。  

加えて更新事業以外に、平成２９年度以降は浄水設備の除却工事や県営水道

移行に伴う水道管路の改良工事を実施する必要があるため、財政計画について

も時点修正を行いながら、持続可能な経営を考えてまいりまして達成していき

たいというふうに考えております。  

以上です。  

○議  長  

城内君。  

○２  番  

未処理分が余剰金については制度改正に伴う処理で、現金を伴わない名目上

の経理処理であること、また、積立金を計上できる状況ではないことがわかり

ました。そんな中で、状況にもかかわらず県水の価格が下がったから、または

利益が出たのなら、その分の水道料金を下げろとの意見がありますが、前年度

決算でわずか９００万円余りの微細な利益を取り崩して分けても１世帯当たり

いかほどのものかと考えます。これについてはいかがでしょうか。  

○議  長  

上下水道課長。  

○上下水道課長  

昨年度の純利益等についてですが、更新工事等を実施する中で、確かに収益

的収支の中では純利益が出ておりますが、一方、資本的収支で大きな不足分が

生じております。資本制度改正がなければ純利益は繰越欠損を埋めていくだけ

の経理上の数字でもございますから、別に考えますと２６年度決算の時点でキ

ャッシュフローでは２，５００万円の現金が減少しております。  

それと、純利益を取り崩して値下げということですが、単純に計算しますと

２６年度決算で９１２万４８０円の純利益がありましたが、給水件数７，７５

１件でしたので、それで割り戻して１２カ月で割りますと、給水件数１件当た

り月９８円の値下げというようなことになります。ただし、先ほども申しまし

たように、実際の現金、キャッシュフローでは２，５００万の現金が減少して

おりますし、なかなかそういう状況にないというふうに考えております。また、



 

－86－ 

県水の受水費の値下げに関しても、値下げ要因じゃないかということだと思う

んですが、一つは、例えば県水の値下げ分ですね、１トン当たり１０円値下げ

したと考えますと、仮に計算しますと、有収水量が１９５万８，６７６トン、

１０円値下げますと１，９５８万６，７６０円の給水収益が減になります。先

ほどの純利益と相殺しますと、１，０４６万６，２８０円の欠損金が出てくる

ということになります。そうしますと、さらに基金へ積み立てるなどというこ

とは非常に難しくなってくるということは当然考えられると思います。  

また、２６年度決算時点では、水道水１トンをつくるに当たって、これは県

水も含めてなんですが、県水の受水も含めて、自己水も含めて水道水１トンを

つくるために２４０円６１銭の原価がかかっておりますが、その水道水を販売

単価でいいますと２０６円４９銭で販売しているという計算になります。よっ

て、既に給水収益でいいますと、水１トンを売るごとに三十数円のマイナスが

出るというような決算になっておりますので、なかなか水道料金を値下げする

という状況にはないということでございますので、御理解いただきたいと存じ

ます。  

以上です。  

○議  長  

城内君。  

○２  番  

余り実用的でない御意見であることがよくわかりました。今後も引き続き重

要な水道施設の更新事業を計画的に進めていただき、安心・安全な水を将来に

わたって確保できるよう健全な財政を維持していただけるようお願いしたいと

思います。  

また、先月、先々月、あっちこっちの町で水道管がドッカンと破裂しており

ますが、ああいうことのないように今後ともよろしくお願いして、私の質問、

終わりたいと思います。ありがとうございました。  

○議  長  

城内君の一般質問をこれで終わります。  

発言番号２番、議席番号１２番、馬本君の質問を許可いたします。馬本君。  

○１２番  

議長の許可を得ましたので、大きく４点にわたり御質問をさせていただきま

す。明確な御答弁よろしくお願いいたします。  

第１点目は平群駅前線東側区域の拡幅を。  

私は、現在の平群駅北側踏切からバイパスまで約２００メートルの道路は狭

隘で交通量が多く、交通安全上危険な道路であり、今後、駅前線が完成すれば、
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今以上危険な道路になりますので、交通安全確保と利便性向上のため、早急に

拡幅すべきであると平成２３年６月議会、２４年３月議会、２５年６月議会、

２６年３月議会と、過去４回の一般質問を行ってまいりました。担当課長は、

道路拡幅の必要性は高いと認識しております。早い段階で一定の方向性を打ち

出したいので、交通量等の実態調査を行うと答弁。その後、実態調査され、平

成２６年度の当初予算に測量設計委託料３００万円を計上。現状測量、予備設

計をもとに、事業化に向け検討、また、地権者の意向調査にも着手してまいり

ますと御答弁されてから約１年９カ月が経過をいたしました。  

平群駅前土地区画整理事業完了予定は平成２９年、３０年度となっておりま

す。平群駅前線拡幅事業の完成予定は、平群駅前土地区画整理事業完成予定年

度に合わせた計画をされておられると思います。平群駅前土地区画整理事業は

成功裏と町民に評価され、重要な幹線道路拡幅事業で、町民にとっては交通安

全上、利便性向上並びに町にとって新たな公共交通ルートの確保等最重要幹線

拡幅事業でありますが、平群駅北側踏切の拡幅、用地問題など、高いハードル

をクリアせねばなりません。担当課の職員には大変御苦労をおかけしておりま

すが、よろしくお願いを申し上げます。  

そこでお聞きいたします。現在の平群駅前線東側区域の拡幅の進捗状況と、

今後の事業年度ごとの計画についてお聞かせください。  

２点目でございます。災害時に飲料水確保を。  

日本は地震大国と呼ばれており、事実上、多くの地震が発生しております。

また、３０年以内に一部の断層帯が震度６弱以内の地震発生の予想もされてお

ります。近畿地方におきましては、海溝型地震の南海トラフ、また、震源断層

の上町断層等の変動が特定予測されています。  

特に地震は予測もなく発生し、大規模な被害を受けます。発生時においては

被害をできるだけ少なくするために、みずから取り組む自助、地域住民が助け

合う共助、国や地方公共団体が取り組む公助が重要と言われております。基本

となるのが自助で、身の安全を確保し、水や飲料水など備えておくことが必要

であります。  

平群町の水道施設が大規模な災害を受け、給水不能となった場合、県水施設

では地震時に水の確保として耐震浄水場や調整池及びポンプ場には緊急遮断弁

が設置され、震災直後から県民の５日分が緊急給水量として確保される施設が

整備されております。県水道局の平群町内施設としては、白石畑地区の平群調

整池には１万１，５００トンの容量、また、平等寺地区の新平群ポンプ場には

４，６００トンの容量が緊急時給水量として確保されておりますが、平群町、

三郷町、生駒市への県水送水施設であり、震災直後には平群町だけの緊急給水



 

－88－ 

施設にはなりません。  

現在は県水施設の平群調整池から平群中央受水池に受水しております。平群

町公営企業は今後の方針として自己水をなくし県水１００％依存を目標にされ

ておられますが、災害時、災害後の飲料水確保については、水道施設の耐震化

を進め、発生被害の抑制を図るとともに、緊急給水及び復旧体制の確保を図ら

なければなりません。  

そこで、最重要施設は２基の中央受水池でありますが、施設は昭和５２年、

５３年度に２基建設され、合計容量は６，３００トンの施設でありますが、建

設時から約４０年が経過しようとしております。震災時の生命維持のために必

要な確保水量は、発生から３日までは１日１人３リットル、また、４日から１

０日までは１日１人２０リットルと言われております。町民の生命維持のため

に必要な緊急用水確保に、中央受水池施設の耐震診断等の速やかな対応をしな

ければならないと思いますが、どのようにお考えでございますか。  

３点目でございます。平群町公共交通空白地域の解消について。  

現在、コミュニティバスは公共交通空白地域の解消として、平成２３年度か

ら２７年度の５年間の試行運行をされております。運行評価基準は目標利用者

数達成の場合は運行継続、または目標利用者数未達成の場合は事業の縮小、そ

して、最低需要基準未達成で２年連続の場合は事業廃止を前提とした代替手法

の検討となっております。  

ことしの３月議会では、コミュニティバス運行評価において２年連続最低需

要基準未達成ルートが存在しながら、事業廃止を前提とした代替手法の検討と

しているにもかかわらず、３カ年間代替手法も検討されておりませんでしたの

で、評価基準を遵守すべきと指摘、いつごろ検討されるのかと質問をいたしま

した。町は最低需要基準を達成できないルートについて、運行評価は平成２６

年度をもって終了計画であったが、２７年度まで１年間継続し、運行評価を検

証する。コミュニティバス代替使用については、検討の中でデマンドタクシー

も探っていきたいと御答弁がされました。  

ことしの９月議会において、２６年度のコミュニティバス運行評価基準検証

では、西山間ルートは最低需要基準を大きく達成され、クリアされ、目標利用

基準に近づき、運行継続。また、南北循環ルート及び南ルートは２年連続最低

需要基準未達成で、事業廃止を前提とした代替手法の検討結果となりました。

運行評価基準では、南北ルートは既に平成２３年、２４年度実績において、２

年連続最低需要基準未達成で事業廃止を前提とした代替手法の検討結果となっ

ているにもかかわらず、町は基準を履行せず無視し、平成２５年、２６年度も

最低需要基準未達成のまま基準を無視し、現在も運行継続されており、運行評
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価基準を遵守すべきと再度強く指摘をいたしました。町長は、できるだけ早い

時期に代替使用も検討し、議会議員に提示し、意見を聞きながら公共交通会議

に諮り、２８年度から代替手法を取り入れた地域公共交通を構築していきたい

と御答弁をされました。  

１１月２１日の住民説明会におきまして、住民からデマンドタクシーについ

て協議をしていただきたいとの質問に対し、町長は、デマンドタクシーを導入

しないのは、コミュニティバスとデマンドタクシーが競合し、どっちつかずに

なると思います。現行のコミュニティバスを頼りにされている方もおいでにな

ります。また、コミュニティバスとデマンドタクシーを運行しますと大変な財

政負担となります。健康な高齢者にはバス停まで歩いていただき、歩けない方

には福祉施策を活用していただくのが平群町に合った公共交通になると思いま

すと御答弁をされました。  

そこでお聞きします。  

まず１点目、９月議会では、できるだけ早い時期に代替手法も検討し、議会

議員に提示し、意見を聞きながら公共交通会議に諮り、２８年度から代替手法

を取り入れた地域公共交通を構築していきたいと答弁されましたが、２７年度

も残り約３カ月となりました。時期的には２８年度予算編成期であり、代替手

法案はできていると思いますが、お答えください。  

２点目、住民説明会において、町長は、デマンドタクシーを導入しないのは、

コミュニティバスとデマンドタクシーが競合し、どちらつかずと思いますと答

弁されましたが、利用者にとっては選択の幅がふえてよいことではないですか。

また、コミュニティバスとデマンドタクシーを運行しますと大変な財政負担と

なりますと答弁されました。財政負担を考えるならば、平成２６年度のコミュ

ニティバスの収支率は４．０２と７．７％で、隣の三郷町のデマンドタクシー

の収支率は約３０％であります。そして、健康な方にはバス停まで歩いていた

だき、歩けない方には福祉施策を活用していただくと答弁されましたが、歩け

ない方には福祉タクシー、社協等の有償輸送サービスを利用されますが、対象

者が限定されております。利用したくても利用できない対象者外の移動手段を

どのように考えておられるのか。議会での答弁と反するお話をされましたが、

真意をお聞かせください。  

３点目、増加する高齢者等の日常生活利便性向上と税の公平性から、現状の

コミュニティバスを１台減便し、公共交通空白地域の解消できるデマンドタク

シーを導入すべきと思いますが、どのようにお考えでございますか。  

大きく４点目、来年度予算について。  

北海道夕張市が財政破綻をきっかけに、国は自治体の財政破綻を未然に防ぐ



 

－90－ 

ために自治体財政健全化法が平成１９年に制定されました。  

財政健全化の具体的な指標は、１、実質赤字比率の早期健全化基準でありま

す。市町村の財政規模に応じ、１１．２５％から１５％、財政再生基準は２

０％であります。  

２番目に、連結実質赤字比率の早期健全化基準は、実質赤字比率の基準に

５％を加えたものございます。  

３番目、実質公債費比率の早期健全化基準は、地方債協議・許可制において、

一般単独事業の許可が制限される基準が２５％であります。財政再生基準は、

地方債協議・許可制において、公共事業の許可が制限される基準が３５％とな

っております。  

４番目の将来負担比率の早期健全化基準は、３５０％等の基準が設けられて

おります。  

財政指標４区分のうち、前年度決算の内容が１区分でも早期健全化基準に達

している場合は、その年度に地方公共団体の町が早期健全化計画を策定し、議

会の議決を得ることが義務づけられております。奈良県下におきましては、過

去に上牧町と御所市が財政健全化団体と指定され、現在は早期健全化計画が完

了されております。  

財政健全化団体に指定されれば、例えば、自主財源の確保、町税及び公営住

宅使用料の徴収強化や町有地財産の売却など。また、人件費の抑制、特別職の

手当・報酬の削減、職員数・給料の削減など。また、公債費の抑制もあります。

そして、公共施設の管理運営について見直しがされ、施設の休止・縮小、民間

活力の導入などもございます。補助金等の削減であります。これにつきまして

は団体運営補助金等の廃止・凍結などもございます。また、公債費の負担金の

平準化、繰り上げ償還の実施、県から健全化貸付金、無利子貸し付けの活用な

ど、早期健全化計画と計画期間を設定しなければなりません。  

平群町の過去５年間の健全化判断比率及び借入金の推移を言います。平成２

２年度の実質赤字比率はマイナスの１．９％、連結実質赤字比率はマイナスの

１２．８％、実質公債費比率は１２．１％、将来負担比率は２２５．２％、及

び借入額といたしまして、これは町債、公社の借り入れから積み立てを差し引

いた額でございます。１１８億８，４３２万３，０００円。平成２３年度の実

質赤字比率は０．０％、連結実質赤字比率はマイナスの１１．１％、実質公債

費比率は１３．８％、将来負担比率は２１１．９％、及び借入額は１１７億７，

６２９万２，０００円であります。２４年度の実質赤字比率はマイナスの３．

６％、連結実質赤字比率はマイナスの１６．５％、実質公債費比率は１４．

４％、将来負担比率は２３５．６％、借入額は１２０億２，４９０万７，００
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０円。平成２５年度の実質赤字比率はマイナスの３％、連結実質赤字比率はマ

イナスの１３．３％、実質公債費比率は１４．９％、将来負担比率は２０９．

７％、及び借入額が１２４億８，４０５万７，０００円であります。そして、

２６年度の実質赤字比率はマイナスの３．８％、連結実質赤字比率マイナスの

１１．８％、実質公債費比率は１３．７％、将来負担比率は２２１．１％、及

び借入額は１３０億７，０７３万５，０００円の決算推移であります。  

また、奈良県下の市町村財政における各区分の財政健康状況に対する平群町

の診断結果でございます。平成２５年度の実質赤字比率はマイナス３．０１％

で、県内６位の健康黒字でございます。２６年度は前年度より０．７９％増の

マイナス３．８％で、健康黒字でございます。平成２５年度の連結実質赤字比

率はマイナスの１３．３４％で県内１２位で、健康であります。２６年度、前

年度より１．５４％減のマイナス１１．８％の健康であります。平成２５年度

の実質公債費比率は１４．９％で、県内ワースト７位で要治療。２６年度は、

前年度より１．２％減の１３．７％で要治療。今後は地方債残高などの負担総

額が大き過ぎるため返済が重くなるということでございます。平成２５年度の

将来負担比率は２０９．７％で、県内ワースト２位で要治療であります。２６

年度は、前年度の１１．４％増の２２１．１％で要治療でございます。将来、

財政を圧迫する将来負担比率は負債の規模が大きいため、財政運営上苦しい状

況が長く続くということでございます。  

また、自治体における財政の弾力性の度合いを判断する指標の経常収支比率

は、２６年度は９４．４％台で要治療であります。１００％を超えると重症と

なって入院治療が必要となります。  

そこでお聞きいたします。平成２８年度予算についても、各課に対して前年

度から増額を認めず、伸び率ゼロ％に抑制するゼロシーリングを予算編成方針

と考えられておられますか。  

はい、２点目、平成２６年度においてゼロシーリングを達成した課は何課で、

達成でき得なかった課は何課ですか。また、でき得なかった課については課ご

とに分析されていると思いますが、分析結果とでき得なかった課について、今

後の予算編成にかかわる対応をどのように考えておられますか。  

３点目、平群町の平成２７年度住民説明会資料では、少子高齢化及び人口減

において財政健全化の取り組みを継承しながら、より一層の財源確保と経費の

節約に努めるとの方針でありますが、開発公社解散に伴い第３セクター債、幼

保一体化施設建設、平群小学校大規模改修などの公債費増、また、今後予定さ

れております平群駅前土地区画整理事業完了に伴う保留地処分の損失補塡、待

ったなしの廃棄物処理執行に伴う高額な費用、（仮称）文化センター・図書館
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建設に伴う建設費、高齢化に伴う扶助費増など、厳しい財政状況の見通しであ

ります。平成２８年度予算において、今までの考え方では今後予想される財政

危機は乗り切れないのではないかと思います。平群町がもし早期健全化団体に

指定されれば、住民にとって大きな悪影響を及ぼします。住民の信託を受けた

執行機関の町長はもちろんのこと、私たちチェック機関の議員も責任を問われ

ると思います。ゼロシーリングは財政カットにはなりますが、無駄な事業は継

承する可能性があります。私は、財政危機を乗り切るためにも、前年度予算ゼ

ロの新規予算として検討するゼロベース予算編成を考えなくてはならないと思

いますが、どのようにお考えですか。  

以上、４点について、よろしく明確な御答弁をお願い申し上げます。  

○議  長  

都市建設課長。  

○都市建設課長  

それでは、議員１点目の平群駅前線東側区域の拡幅についての御質問にお答

えをいたします。  

昨年度に当該路線拡幅に係る現況測量及び予備設計業務に着手をし、道路の

線形や幅員構成等の検討を行いました。内容としましては、既存道路を一部拡

幅して片側に歩道を設置し、歩車分離を行うことにより利用者の安全対策を図

りたいと考えております。その予備設計をもとに本事業における問題点や課題

を整理し、一部地権者との予備交渉も含めて取り組んでまいりました。  

用地の取り組み状況でございますが、今年度で地図訂正等の業務には着手を

しておりまして、年度中には完了する予定であります。あわせて、用地でござ

いますが、関係地権者との交渉も進めておるところでございます。踏切の拡幅

につきましても、近鉄との整備内容や費用負担について協議を進めているとこ

ろでありまして、この近鉄の協議につきましても今年度中には事前協議書の締

結を行うという予定であります。また、踏切西側の区画整理事業、駅前ロータ

リーとの整合性や安全対策についても、組合とも調整を図っておりまして、ま

た、あわせて警察協議も進めておるところでございます。  

このような関係機関との協議や地権者との用地交渉の状況を踏まえまして、

次年度に詳細設計を着手できるよう引き続いて取り組んでいきたいと考えてお

ります。  

議員御質問の年度ごとの事業計画でございますが、詳細設計業務の成果をも

とに実行予算を算出することによりまして、年次計画が立案できると考えてお

りますので、よろしくお願いします。  

今後、踏切拡幅の問題や地権者の理解と協力、さらには財源の確保など、課
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題を段階的にクリアをしていく必要がありますが、本路線の安全対策や区画整

理事業との整合性を図る必要性があることからも、早期に工事が着手できるよ

う鋭意取り組んでまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。  

以上でございます。  

○議  長  

馬本君。  

○１２番  

担当課長におかれましては、近鉄、非常に難しい踏切の拡幅につきまして、

いろいろ御努力、今、経過を聞かしていただきまして本当に頭の下がる思いで

ございます。用地の地権者についても、この理解が大変大事でございまして、

用地がある程度確保できれば、その事業の道路事業におきましては９０％の事

業が完成できるというふうにも言われております。あと、用地の問題について

は非常に高いまたハードルがいろいろとあります。その点、またひとつ鋭意努

力していただくという御答弁いただきましたんで、今後も土地区画整理事業が

完成できます２９年、３０年を見据えながら、ひとつそれに向けて完了してい

ただきますように、ひとつよろしくお願いしたいと思います。  

そこで一つ、町長にお聞きいたします。財政が厳しい折でございます。この

点について、町長、この拡幅につきましては、財政的にどのようにお考えでご

ざいますか。  

○議  長  

都市建設課長。  

○都市建設課長  

当然、本事業の完成ということであれば、当然のことながら一定の財源が必

要になります。私どもも歩道改修ということで、拡幅ということで安全対策も

含めて、これは県の補助事業、また、国の補助事業も含めて、国、県とも共有

する中で、できるだけ有利な、そういった制度に採択していただけるように、

そういった形でも進めておるということで、できるだけ手順を踏んで段階的に

進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。  

○議  長  

馬本君。  

○１２番  

町長御答弁していただけなかったことが非常に残念でございますが、ひとつ

有利な補助事業のメニューを探っていただきまして、１日も早くこの東線の拡

幅ができますことを心よりお願いを申し上げます。  

この点について、これで結構です。  
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○議  長  

２点目の答弁、上下水道課長。  

○上下水道課長  

次に、災害時に飲料水の確保をという御質問にお答えいたします。  

奈良県水道局の施設である平等寺の新平群ポンプ場と白石畑の平群調整池は

十分な貯水容量が確保されておりまして、緊急時のための応急給水栓も設置さ

れておりますが、御指摘のとおり、その全ての水量を平群町で利用できるわけ

ではありません。よって、平群町の中央受水池において震災発生から３日ない

し１０日までの期間で必要な飲料水を確保するという意味においても、耐震対

策が重要であることは議員お述べのとおりです。阪神淡路大震災、東日本大震

災においては、中央受水池などのＰＣタンク自体が崩壊するような被害は見ら

れませんでしたが、主に地盤変状による水道管の接続部分の漏水被害が顕著で

あったため、受水池からの送水管に緊急遮断弁を設置するというようなことが

優先されると考えております。  

なお、中央受水池は最も重要な施設であります。耐用年数を超過しておりま

した設備の更新工事として、平成２６年度には送水ポンプ４台を４，７８２万

５，０００円で実施し、平成２７年度では送水ポンプ操作盤の更新工事を６，

４５４万２，０００円で現在実施中であります。平成２８年度では、高圧受変

電盤の更新に約１億円程度を予定しておりまして、あわせて受水池ＰＣタンク

の耐震診断及び耐震化工事の詳細設計の実施を予定しておりますので、御理解

のほどお願いいたします。  

以上です。  

○議  長  

馬本君。  

○１２番  

この件につきましては、先ほど城内議員に質問を一部されておりましたんで

結構かと思いますが、違った角度といたしまして、２８年度で詳細設計、診断

の委託料を計上されるという御答弁をいただきました。手順として、災害はい

つやってくるかもわかりません。その診断結果で２９年度には工事せねばなら

ないというふうになれば、その点は２９年度にでもすぐ着手するというような

お考えはお持ちですか。  

○議  長  

上下水道課長。  

○上下水道課長  

当然、詳細設計できますと、その費用についても明らかになりますので、そ
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の財政計画の中に組み込んで、何とか２９年度で実施できるようにしたいとい

うふうには考えております。  

○議  長  

馬本君。  

○１２番  

２９年度にもしも診断結果ですよ、診断結果がこれは改修せねばならないと

いうふうになれば、２９年で実施、改修のほうを考えてるということで、ひと

つよろしくお願いしたいなと思います。  

この点についてはこれで結構です。  

○議  長  

次、３点目の答弁、総務防災課長。  

○総務防災課長  

それでは、大きな３点目の公共交通の空白地の改修についての御質問につい

てもお答えいたします。  

１点目の平成２７年度最低需要基準未達成ルートの代替使用についての御質

問でございますが、コミュニティバス運行の事業検証については、当初計画の

平成２３年度から平成２６年度の期間において検証期間は過ぎておりますが、

引き続いて継続さしていただいております。平群町地域公共交通総合連携計画

に示されているように、最低需要基準の未達成ルートについては、減便せざる

を得ない状況であることとし、検討をしてまいりました。  

そのような中で、９月以降のコミュニティバスの利用状況でありますが、南

北循環ルート、南ルートは乗降客数が増加傾向にあり、このままの状況で推移

しますと２７年度末において最低需要基準の１万８，２００人をクリアできる

見込みと予想しているところであります。そのため、今年度末まで乗降客数の

推移等を検証さしていただきたいというふうに現在は考えております。  

そして、駅周辺整備事業により、駅前広場ロータリーや平群駅前線の完成が

予想され、また、国道バイパスの商業店舗の活性化等によりまして、今後、平

群駅前線東側区域の道路拡幅整備も現在計画されております。コミバスルート

の各ルートもバイパスから平群駅前への乗り入れが可能となり、無駄なくコミ

バスを運行でき、交通の流れも活性化されることが予想されます。コミバス利

用者の利用性がさらに向上し、乗降客数を増加させていくことが可能となるよ

うに考えております。住民の皆様に喜んでいただける利用しやすいコミバスを

目指してまいりまして、もうしばらく町といたしましては現在の状況を勘案し

ながらですね、まだこのまま継続をする必要があるというように考えておりま

す。  
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代替手法の取り入れた公共交通の構築につきましては、今後も引き続いて継

続して検討してまいりたいというように考えております。  

それから、２点目の住民説明会での町長の答弁ということでの御質問でござ

いますが、これはある自治体の事例を出して発言されたというふうに思ってお

ります。  

以前、町職員でその自治体に公共交通について視察研修にまいりまして、そ

のときにお聞きした内容がコミバス運行を以前より実施しており、コミバス運

行を廃止してデマンド交通を実施しようとしたところ、住民様の反対等意見が

ありましてですね、現在は結果的にコミバスとデマンド交通、両方を実施して

いるというふうにお聞きしております。コミバス運行を実施していて、新たな

デマンド交通を実施しようとした自治体の例を発言されたということで御理解

賜りたいと思いますが、町長としては、健康な高齢者の方には公共交通を利用

していただき、歩ける方については福祉制度を利用していただきたいという町

長の考えを述べられたというふうに理解をしているところであります。  

それから３点目の高齢者福祉施策及び税の公平性の観点から、コミュニティ

バスの減便、デマンドタクシーの導入についての御質問でございますが、御提

案いただきましたデマンドタクシーの導入につきましては、バス利用が困難で

ある移動困難者の支援ができるという利便性の向上や、いろんな観点からも検

討が必要と考えておりますが、本町といたしましては、これまでコミュニティ

バスを拡充をして、毎年利用者の要望や意見を反映させながら、ルート・ダイ

ヤを改正し利用者の増加及び利便性の向上を目指してまいりました。  

今後におきましては、１点目の御質問にもお答えをいたしましたとおり、本

年度末まで乗降客数の推移を見さしていただきまして、今後、平群駅前線と駅

前ロータリーの完成、もう少し時間がかかるわけでございますが、また、平群

駅前から国道バイパスへの交通が活性化されることが予想されます。バイパス

から平群駅前までの東側の道路拡幅が予想されるという、そこも見据えながら、

もうしばらくの間、今現在の３便、３ルートを検証さしていただきたいという

ふうに現在は考えておるところでございますので、御理解いただきたいという

ふうに思っております。  

住民の皆様の立場に立って、また、各方面からの御意見、御提案を賜りなが

ら、現在運行している事業の検証を行った上で、公共交通の総合的な方向性に

ついても検討してまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願

いいたします。  

以上です。  

○議  長  
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馬本君。  

○１２番  

質問に対する御答弁になっていないというのがまず１点目でございます。１

点目については、時期的には２８年度予算編成時期であり、代替手法案はでき

ているのか、できていないのかという質問でございました。まず、この質問に

対する明確な御答弁をぜひお願いいたします。  

２点目につきましては、町長は住民説明会の中で、町長は一つの例を、ある

ところを挙げただけであって真意ではないというようなお話でございましたが、

その市へ私は行ってまいりました。それ以後に行ってきました。お話も聞いて

きました。それはね、僕が非常に残念なのは、そこの市の住民説明会ではない

わけでございまして、平群町の住民説明会でありました。そのときに、ある地

域の方がデマンドタクシー導入について、ちょっと町長、協議をしていただき

たいと質問されたにもかかわらず、町長は先ほど私が述べましたような御答弁

をいただきました。これがよその例を出しただけの発言、答弁でしたというこ

とは、私は理解できない。  

そこで、本当に町長の真意はどう思っておられるかということを、あえて百

歩譲ってそのことについては置いといて、町長は今現在その真意はどのように

思っておられるかについて明確な御答弁をお願いしたい。  

３番目につきましては、要するに、１点目と３点目は質問はかぶるというふ

うな御答弁をいただきましたけど、全然かぶってないわけでございまして、私

はきちっとそこを分けてるわけでございまして、それはそれとして、この件に

つきましては、もうしばらく継承したいということを御答弁いただき、また、

平群の駅東側の拡幅につきまして、できたならまた新しいルートできます。と

いうことは、２９年、３０年度を目指してあと３年待ちなさいというふうなニ

ュアンスにも聞こえるわけでございます。  

そこで、再度お聞きいたします。３番目について再度お聞きいたします。平

群町において、平群町公共交通連携計画におきまして、評価基準はどのように

認識されてるかということを、そっからまず御答弁いただきたいと思います。  

○議  長  

総務防災課長。  

○総務防災課長  

再質問の１点目の代替手法を検討したのかということでございますが、代替

手法については検討はしておりますが、以前の９月議会でそういうような答弁

もさしていただいておりますが、それ以降、先ほど申しましたように、利用乗

降客数が増加傾向にあるいうことが徐々に明らかになってきて、代替手法につ
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いては継続的に検討しているということで、もし、最低利用基準に達しなけれ

ば、やはり連携計画の中では廃止あるいは代替手法というふうにうたっており

ますので、我々といたしましては検証期間が現に今過ぎておりますので、もし、

最低利用基準に達してなければ、そのルートは減便せざるを得ないということ

も頭に入れて検証してるわけでございますが、今このような状況でありますの

で、もうしばらく継続してバスを走らしていきたいなというふうに考えている

ところでありますので、これが答えになってるかどうかわかりませんが、今の

ところ町としては苦しい選択の中で今現在継続さしていただいてるということ

で御理解いただきたいと思います。  

それから、２番目の町長の本心はというとこでございますが、それについて

は町長から御答弁あるかと思いますので、よろしくお願いしたいというふうに

思います。  

それから、３番目の３年、いわゆる駅前線が今現在、来年度その拡幅区間に

おいての詳細設計が予定されてるということで、議員御指摘の期間につきまし

ては、当然、用地交渉もございますので、しばらくかかるかというふうに思い

ますが、我々といたしましては、その道が拡幅されたときには、今のバスルー

トをもう一回見直しを図って、無駄なくバスが走行できるんじゃないかと。バ

イパスから今現在は入ってくる道がございませんので、その辺も含めまして、

１点目と同じ回答になるかわかりませんが、我々といたしましては、少し期間

がかかりますけども、その状況の中で何とかこの３便、当初計画した３ルート

を継続して走らしていきたいという思いは持っておりますので、そこは御理解

いただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。  

○議  長  

町長。  

○町  長  

２点目の私の真意についてお尋ねでございますので、お答えさしていただき

ます。  

９月議会で御答弁申し上げましたとおり、これまでコミバスの廃止あるいは

また代替手法につきましても検討は現在しておるところでございますが、先ほ

ど課長が答弁申し上げましたように、ここ４月からの乗客数が例年になく伸び

ているという状況がございまして、このままいけば最低需要基準１万８，２０

０人に到達する可能性も非常に出てきたわけでございまして、現に、１万８，

０００人近い方が乗られているバスを直ちに廃止するということもなかなか難

しい状況に来ているのかなと思っております。  

そういった中で、１１月２１日の住民説明会におきまして、住民の方からの
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御質問に対して私がお答えしたことにつきましては、検討途上であるデマンド

がよいのか、あるいは、また、福祉有償運送がいいのかという比較検討も現在

しておるとこでございますけども、まだ結論に至らない段階で１１月２１日の

時点では、現時点のこれまで私が申し上げてきた私の思いを述べたということ

でございまして、その点はそういうことで御理解をいただければというふうに

思っております。  

○議  長  

馬本君。  

○１２番  

１点目はね、イエスかノーかで聞きたかったわけです。代替案できてんのか、

できてないのかと。あなた方が、要するに来年度、議会に、早い時期に代替案

をつくって、もしもね、そないして検討して議会に出すということで御答弁を

９月議会にいただいたのかな、６月議会にいただいてますんで、それ、イエス

かノーかの返事で結構です。もう改めて聞きません。  

そこで、きょう重要なことをおっしゃったわけや。全然論法上違うねん。よ

う聞いててや。公共交通連携計画におきましては、ここ大事やで、２６年度で

終わってるわけや。なぜならば、最低需要基準未達成の場合は、２年連続なっ

た場合は代替手法ってなってる。ということは、２年間を基準とされるのがこ

の基準になってるわけや、評価基準、検証基準。そこで、きょう、先ほどこの

会議録、どうせ後で起こさはったらええけども、総務防災課長は検証期間は過

ぎておりますというふうに明言されたじゃないですか。これが正解なんですよ。  

町長、あなた勘違いされてる。２年が基準になるなら、２７年度の評価は２

年間見なければならないというのが基本やねん。総務防災課長は正しい御答弁、

私もそう思ってるよ。この２７年度の乗客がふえてる、乗降客がふえてる、そ

れについてもうちょっと検証して見てみる。まして、駅前の関係で２９年度、

３０年、あと３年ほど延ばしたい。これどうなるの。ほな、連携計画というの

は、公共交通連携計画の評価基準というのは、ないんですか。私から見れば、

２６年度で切れてるんですよ。切れてるんですよ。総務防災課長もそのように

おっしゃった。切れてますねん、本当は。  

あのね、町長、私ね、それなら一つ御提案さしてもらいましょう。もう過ぎ

た話はやめましょう。もう財政的な収支率の関係も。前向きな話、ちょっと町

長さしていただきます。町長は３ルートどうしても走らしたい。また、駅前線

についても今度東側について拡幅される。ここへ、平群の駅が一つのハブとな

って南北循環ルート並びに南ルート、西山間ルートと、３ルートを構築したい

というふうにお考えだと思います。そこで、町長、一つそこへデマンドタクシ
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ー考えていただいたらどうですか。なぜならば、私は財政厳しいと思ってるか

ら３便を１便減らして、その財源をもってデマンドタクシーを導入されてはい

かがですかという御提案をずっとさしていただいた。私はコミュニティバスを

なくせって言うたことないですよ。一切言うてませんよ。コミュニティバス３

便あるうちの１便だけ減便されて、そこの財源をもってデマンドタクシー導入

されてはどうですかと、こういうふうにずっとお話ししてきたつもりでござい

ます。  

町長、高齢化の平群町でございます。高低差もございます。まして、平群町

の住民の３分の１、若葉台、ローズタウン若葉台、椿台、緑ケ丘、菊美台、平

群町の住民の３分の１がそこにお住まいでございます。そこにはコミュニティ

バスのルートが一切走っておりません。今後も非常に一部については難しいと

思います。これは路線バスとの競合が問題とかいうふうにおっしゃった御答弁

は、今も記憶に覚えております。  

町長、３ルートを確保しましょう。そこへデマンドタクシー導入されたらど

うですか。その点どうですか。検討していただけますか。ここで明言してくだ

さいって言いません。あなたが、はっきり言いますよ、行政側がルールを守ら

なかった。公共交通の連携計画の評価基準を守らなかった。ましてや、厚かま

しいと言おうかな、まだ２年、３年続けさしていただきたい。何やねんそれ。

というふうに憤りも感じます。けれども、利用者のこと、高齢者のことを考え

ますと、憤りは憤りとして私の個人的なことでございますが、ひとつ、３ルー

ト確保並びにデマンドタクシー導入の御検討に入っていただけませんか。その

点どうですか。  

○議  長  

町長。  

○町  長  

実態といたしまして、連携計画の評価基準を守っていないということはその

とおりございます。本当にそういう点では申しわけなく思っておるところでご

ざいます。  

今、御提案の３ルート維持でデマンドの導入を考えてみないかというお話で

ございます。まず、その前にですね、やっぱり特に南北循環ルートの乗降客が

非常に最低需要基準の達成に至ってない大きな理由でございます。しかしなが

ら、今、乗降客が伸びておるという現状でございまして、議員も御指摘のよう

に、駅前線の東側、バイパスから駅前までのルートが開通いたしますれば、新

たなコミバスのルートもできてくると。そのことによりまして、バイパス沿線

の活性化と駅前の活性化がお互い相乗効果を発揮いたしまして、平群町の発展
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の起爆剤にもなるということでございます。  

そういう意味では３ルート、３年後になるかもしれませんけども、非常に重

要なコミバスのルートになろうかと思っております。そのことも含めまして、

しかしながら、おっしゃるように、コミバスもＮＣバスも利用できない人のこ

とをどう考えるべきかという御指摘でございますんで、そこにつきましても、

当然検討していきたいというふうに思っております。  

そうは言いましても、この最低需要基準に達しなければ、いよいよ本当にも

う廃止しなければならないということにもなりかねないとは思っておりますけ

ども、もう将来のことを考えまして、議員御提案の３ルートプラスデマンド、

あるいは、デマンドにかわる私が申し上げてる福祉有償運送になるかもしれま

せんけども、そのことも十分踏まえながら、最後に御提案いただきました３ル

ートプラスアルファにつきましては、検討さしていただきたいと思っておりま

す。  

○議  長  

馬本君。  

○１２番  

町長、よくぞ議会で言うていただきました。本当に感謝を申し上げます。私

は感謝してません。正直な話、それを待ちこのんでおられる住民さんはたくさ

んおられると、デマンドタクシーについては。ということだけ私のほうから言

っておきます。  

それとね、町長、ここで大事なことを一つ言いますよ。公共交通連携計画は

もう終わりました。２６年度で終わりました。これをずっと続けます。これね、

大事なことはね、町長、収支率なんですよ、収支率。平群のコミュニティバス

の収支率は４並びに７、８そこら辺ですよ。奈良県が示してる一つの目標は２

０％なんですよ、収支率がね。ということは、一定のやっぱり財政厳しい折で

ございますので、ですので、そこら辺もよく今度の最低需要基準、私自身が思

ってますねで、私自身は最低需要基準は終わったと思ってます。私個人的な考

えは２６年度で終わったと思ってます。よって、今度は収支率、いろんなもん

を想定しながらね、町長、３ルートを確保並びにコミュニティバスがたくさん

乗っていただけるような、やっぱりそういう政策もするためにも１日も早く、

今最初に御質問さしていただきました平群駅東側の拡幅ですな、これはやっぱ

り町長、財政厳しい折でございますが、早急に対応、来年度に向かってね、や

っぱりいろいろ対応していただきたいなというふうに思います。  

きょうは町長にこのように３ルート確保しながらデマンドも入る一つの政策

として考えて検討していくという御答弁いただきましたので、ひとつ町長、よ
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ろしくお願いいたします。  

この件についてはこれで結構です。  

○議  長  

続きまして、４点目の答弁、政策推進課長。  

○政策推進課長  

それでは馬本議員からいただきました一般質問、大きな４点目の来年度の予

算編成につきましてお答えを申し上げます。  

現在、町におきましては、１０月１日に新年度の予算編成方針を各課長、所

属長宛てに通知を行い、１０月３０日を期限に予算要求書を受け付け、その後、

編成作業を進めておる状況でございます。  

そこで、議員から予算編成に関しまして大きく三つの項目の御質問をいただ

いたところでございます。  

まず１点目の平成２８年度におけるシーリングの考え方についてでございま

す。まず、本町の予算編成方針につきまして、これまで取り組んでまいりまし

た経過について御説明申し上げます。本町ではこれまで厳しい財政状況の中、

当初予算において未確定財源をやむなく措置する状況が続いておりますが、こ

れを回避すべく、各年度の予算編成においてさまざまな取り組みを実施してま

いったところでございます。  

平成２０年から２４年度にかけましては、前年度当初予算と比べ、全体の削

減率を設定した上で、各課ごとの個別の予算要求の上限枠を設定する、いわゆ

る枠配分方式を採用して予算編成に臨んでまいりました。平成２５年、２６年

度については、予算編成方針通知の際に、シーリング枠等は示さず概算要求と

いう形で一旦各課からの要求書の提出を求め、査定を実施した後に、各課ごと

の要求枠を設定し、本要求をするというふうな方式を採用しておりました。  

平成２７年度につきましては、議員が先ほど述べられました前年度当初予算

のゼロシーリング方針ということで予算編成を採用し、シーリングを超える要

求となっている課においては、各課ごとの個別事情を査定するといった方式で

予算編成をしております。御質問の平成２８年度予算編成におきましても、こ

のゼロシーリング方式をもって予算編成作業を現在進めておるところでござい

ます。  

２点目の平成２６年度におけるシーリングの達成でございますが、先ほど予

算編成方式におきまして、平成２６年度についてはシーリングによる予算編成

を行っておりませんでしたが、２７年度の当初予算におきましては、最終的に

１３課ございますが、１３課中８課がシーリングを達成していただいた、残り

の５課がシーリングを達成できなかったというふうな状況となってございます。  
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その未達成となったところの分析といたしましては、例えば扶助費や法律で

定められた給付事業といった対象人数の増加等によりまして、各課の財政努力

では達成できないものや、また、施設の老朽化対策といった緊急的な対応が必

要な事業。また、達成できた課におきましても、それは国の財政出動などの財

政措置や、そういったものにおきまして、まあまあようやく達成できたという

ふうな経過もございます。いずれにいたしましても、恒常的な財政不足から厳

しい予算編成となっておるのが現状というところでございます。  

続いて、３点目の項目でございますが、今後の財政需要を見込んだゼロベー

スからの予算編成についてでございます。  

これまで回答をさせていただきました事項につきましては、予算編成の手法、

事務的な方式について述べさせていただきましたが、議員が述べられたゼロベ

ースの予算編成については一定必要であるというふうに十分認識をしておると

ころでございます。  

平成２８年度予算におきましても、漫然と既存事業を継続することなく、総

合計画に掲げられましたまちづくりの推進や人口対策、また、現在策定してお

ります地方創生を推進するため、限られた財源を最大限活用し、住民の皆様の

行政に対する満足度を高め、次世代に引き継ぐまちづくりのための戦略を推進

できるよう予算措置を行うものとしております。  

特に申し上げますところで、前例踏襲といった規定概念を廃し、安易に新

規・増額の要求を行うことのないよう全ての事業をゼロから見直しを行うと。

また、事業の目的、費用対効果等を検証しながら、その事業の必要性や優先順

位を十分に見きわめ、事業それ自身のいわゆるスクラップ・アンド・ビルドと

いったところでございますが、それを推進することを念頭に前例踏襲主義を払

拭するゼロベースでの予算編成を尊重しているところでございます。いずれに

いたしましても、本格化してまいります予算編成におきまして、議員御提案の

ゼロベース主義を踏まえ、厳しい財政状況でより高い行政サービスが提供でき

る予算となりますよう、住民の皆様の満足度を高める新年度予算を編成してま

いりたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。  

以上です。  

○議  長  

馬本君。  

○１２番  

今回のその御答弁ですけど、ゼロシーリング達成した課が８課ありますよと

いういろいろ御答弁いただきますけど、僕、まあ、そのようにゼロシーリング

についての定義は皆さん御存じのとおり、そのようにされてると思うが、検証
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についてもですね、義務的経費、例えば人件費、公債費、扶助費並びに繰出金、

特別会計の繰出金、どうしても繰り出さねばならない義務的な繰出金ございま

すね、特別会計で。そういう、ぜひとも義務的な経費をずっと検証されてるん

かなと。その上で達成してるよ、してないよと。  

それと、例えば福祉課の場合ですよ、介護高齢化社会におきましては、前年

度実績から何％ぐらい増減率を計上した予算を通常は計上しますわね、来年度

予算について、前年度実績にプラスしてね。そのように、それでもしもその他

の増減によって成果として達成してる、してないというのは、これはクエスチ

ョンの問題もありますけども、僕の言いたいのは本当にゼロシーリングの検証

されてるんかなというのが、非常に僕にしたらちょっと疑問視してるとこでご

ざいますねけど。そのゼロシーリングをきちっと検証されることによって、僕

一つ疑いがあんのが経常収支比率ですねん。この点もちょっと私はクエスチョ

ンでございます。例えば負担金も、それと債務負担行為でございますね。この

債務負担行為も必ず来年度へ計上せねばならない、これは義務的経費になりま

すわな。そこら辺、細部にわたって一応検証されてですね、ゼロベースでやっ

ていただくのは、私はそれはいいと思いますねん。僕はもうそのようにせねば、

これ大変な財政危機がもう目の前に見えてますしね。  

こないだも議会で言いましたように、駅前のやっぱり区画整理事業が完了す

る保留地処分地についての最初から今度これをどないするかって言えば、平群

町が最終的には債務負担行為５億してるんやけど、ディベロッパーが今現在あ

らわれていないっていうのも現在の現状でございます。町長は将来の平群町の

構想としてこないだ初めて聞きましたけども、庁舎をそこへまた持っていきた

いと、集約をしたいという構想もおっしゃいました。僕もそれでいいと思いま

す。集約すればいいと思います。そのためにも、その区画整理事業、清算終え

て、地権者百五十何人の地権者に対して清算をきちっと行うためにはそのお金

も必要になってくるでしょう。  

ということは、先ほど言いました新たな廃棄物に対するこのお金でございま

す。待ったなしの政策で５億５，０００万、見積もりでは。というのが、現在、

こないだ新たに出てきた話でございます。私は知っておりました。それは去年

委員会３回やってるんや、去年１回とその前に２回やってますんで、議員さん

も皆、御承知やと思いますけどね。けれども、それはやっぱり環境、平群の環

境整備せなあかんということで住民に不安を与えてはいけない。この金でも５

億５，０００万、これは恐らく一般財源となるでしょう。こういう財政が将来

もう目の前に２９年度、私にしたら２９年度はもうかなりやばいなというふう

に思っております。３０年度もっとやばくなるでしょう、現実で。  
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その上においてゼロベースで、その前にゼロシーリングのやっぱり見方を再

度もう一回見ていただいて、本当に義務的経費がこれだけ要ってるということ

をよく検証されて、投資経費はこれだけしか残っていないというふうな再度検

証していただくことでどうですか。していただいた２８年度にゼロベース予算

方針でやっていただくということでございますねんけども、その点どうですか。

もう一度聞きます。  

○議  長  

政策推進課長。  

○政策推進課長  

再質問にお答えさしていただきます。  

今、議員のほうから再質問いただいた内容の部分でございますが、さきの御

質問の中でもおっしゃっておられました経常収支比率の問題でございます。私

もこれの数値については注視しておるところでございます。おっしゃられたよ

うに、ここ数年の平群町の経常収支比率、平均しますと約９５に近いような、

超えておる年度もございます。こういう数値の中で申し上げましたら、まあま

あ、一言で申し上げたら、平群町の財政といいますのは、必要な財源のうち９

５％が絶対に必要な経費に回っておるということで、逆に言いましたら、投資

的な経費であるとか、緊急的な事業、また、何か新規な事業っていう部分で投

資できる部分っていうのがその５％ぐらいしかないのかなというふうな状況で

あるのかなとまず理解をしております。  

そういった中で、今、議員述べられたように、義務的経費というのは、やは

り９５％の大半を占める経費の見直しというのが大変重要なとこになってくる

と思いますので、２８年度予算につきましては、そういった義務的経費の中も、

当然先ほど申しましたように、前例踏襲を廃して新たな視点でということでの

予算編成常々行っておるところでございますが、特に２８年度の予算編成につ

きましては、そういった義務的経費も検証しながら、今までやってないという

わけではございませんですけども、特に注視をしながら予算編成に取り組んで

まいりたいというふうに考えておるところでございます。  

○議  長  

馬本君。  

○１２番  

努力してやっていただくことということでお答えいただきましたんで、財政

厳しいっていうことはもう皆さん御存じのとおりですので、ひとつよろしくお

願いをしたいと思います。  

私の一般質問はこれで終わります。長々御質問さしていただき、また、明確
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な御答弁もいただきまして、本当にありがとうございました。  

○議  長  

それでは、馬本君の一般質問をこれで終わります。  

１０時４０分まで休憩をいたします。  

（ブー）  

休    憩  （午前１０時２１分）  

 

再    開  （午前１０時４０分）  

 

○議  長  

それでは、休憩前に引き続き再開をいたします。  

（ブー）  

○議  長  

発言番号３番、議席番号１０番、窪君の質問を許可いたします。窪君。  

○１０番  

１０番、窪でございます。ただいま議長の許可を得ましたので、先般、通告

をさせていただいております５項目について質問をさせていただきます。  

まず１項目めは、「スマイル宣言」で笑顔のあいさつ運動をについて質問い

たします。  

笑顔のあいさつは心を明るく豊かにしてくれます。近年の急速な少子高齢化、

人口減少、また、子どものいじめや自殺、暴力、虐待等のＳＯＳなど、多くの

課題が山積している今だからこそ、さわやかな笑顔を心がけることが今まで以

上に大切ではないでしょうか。笑顔の挨拶は好感を広げ、よき出会いを生み、

その日々の積み重ねが地域のつながりを強めることに通じ、例えば災害時や病

気、けがなどの緊急時にも大きな意味を持つと言えます。笑顔がはじけるとこ

ろ、地域が明るくならないはずがありません。そこでお尋ねをいたします。  

１点目、平群町として町をあげて「へぐりスマイル宣言」をし、笑顔の挨拶

運動に取り組むことを宣言してはどうでしょうか。町民の皆さんが家から一歩

出たら挨拶をすることを意識し合い、地域や学校、職場など、あらゆる場所で

笑顔の挨拶をすることが地域のコミュニティーを深め、犯罪防止、そして地域

全体が子どもを見守り、また、高齢者を敬う豊かなまちづくりにつながり、ま

ちおこしになるのではないでしょうか。  

２点目、先日、住民の方が役場の本庁舎に入ると元気な声で「おはようござ

います」と職員さんが声をかけてくれ、１日さわやかな気持ちになったとお聞

きをいたしました。大変うれしいお言葉でありました。大阪の生野区では職員
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が笑顔で皆様をお迎えする「いくのスマイル宣言」という標語に沿った挨拶マ

ニュアルを作成し、職員全員が笑顔を心がけ、区役所を訪れる方をおもてなし

の心で迎える取り組みをされています。平群町役場としても挨拶マニュアルを

作成し、率先して挨拶運動に取り組み、窓口サービスの向上に努めてはどうで

しょうか、お尋ねをいたします。  

大きな２項目めは、みどりのサポーター制度の導入をについて質問いたしま

す。  

緑豊かな自然環境がすばらしいこの平群の町に住民の皆様は愛着を持ち暮ら

されていることと思います。この大切な自然環境を守り、さらに、快適な環境

整備をする必要があると考え、みどりのサポーター制度の取り組みをされてい

る長岡京市に個人視察に行ってまいりました。  

長岡京市では、市民等が市の管理する公園及び道路等の緑化や環境美化活動

にボランティアとして参画していただき、公園や道路をいつも安全できれいに

しておくために、お一人お一人が自分でできる範囲で行動し、花を植えたり、

ごみを減らすなどを行い、近隣地域の快適な生活環境づくりを進めるとともに、

市内全域の緑化及び環境美化に対する市民の意識の高揚を図ることを目的とし

たみどりのサポーター制度を創設し、住民協働の快適なまちづくりを進めてお

られます。このみどりのサポーター制度を１０年前から導入し、現在１，００

０人を超える方がサポーターとして登録をされ、右肩上がりに増加しているそ

うです。市内全域を視察をさせていただきましたが、本当に町全体がきれいな

ことに感動いたしました。さらに、同制度は先ほどの質問と関連し、緑で笑顔

のまちづくりを合い言葉に、公園や道路をツールに住民同士のコミュニケーシ

ョンを図る制度でもありますが、管理は行政で、ボランティアに管理を押しつ

けるものではなく、作業回数も自由で継続性も自由、いつやめてもオーケーと

いう非常に柔軟で気楽に参加できる仕組みであります。  

環境整備への住民意識の高い平群町においても、このみどりのサポーター制

度を導入し、環境整備をさらに進めるべきと考えますが、いかがお考えでしょ

うか、お尋ねをいたします。  

大きな３項目めは、「へぐり子育て応援アプリ」の導入をについて質問をい

たします。  

平成２７年度から子ども・子育て支援新制度がスタートしたことに伴い、保

育を初めとするさまざまな子育て支援に関する情報提供や相談・助言等を行う

利用者支援事業の実施が各自治体に求められております。そのような中、東京

の世田谷区では子育て世代に広く普及しているスマートフォンを活用した支援

事業が行われ、多様化する子育て家庭のニーズに沿った情報を提供するための
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ツールの一つとして、平成２６年１０月からせたがや子育て応援アプリを公開

をいたしております。核家族や一人親世帯の増加、地域のつながりの希薄化な

どに保護者が孤立しがちであることから、出産や子育てに対する不安や負担は

決して軽くありません。そこで、子育て世帯の多くが利用しているスマートフ

ォンで、時間や場所にとらわれず、気楽に子育て支援に関する情報を取得でき

るようにすることで、子育て世帯の不安感や負担の軽減などを図ることができ

るアプリが有効であると考えて導入されました。  

アプリを通じて提供されるサービスには、おむつがえ、授乳スペース、公園

などの施設を検索できる施設マップ。また、子育て支援情報や申請手続などの

情報を閲覧できる子育て支援ナビ。また、幼稚園・保育施設を条件に合わせて

検索できる保育施設ナビ。また、登録した子どもの生年月日や住所などに合わ

せて健診や予防接種のお知らせを通知するお知らせ配信機能などがあり、妊娠

期から小学校就学前の子育て家庭を対象に支援情報を提供されています。  

利用者からは好評を得ており、アプリの公開から約１年が経過した本年９月

末時点で、ダウンロード数は８，９７４件となっているそうです。今後、同様

のアプリを開発する自治体がふえると、近隣の自治体と連携したサービスの提

供を検討することも可能となり、より多くの子育て世帯のニーズにきめ細かく

対応することができるようになることが期待されております。平群町におきま

しても、柔軟に情報提供ができるツールの一つとしてアプリの導入をして、子

育て支援事業に生かしていただきたいと考えますが、いかがお考えでしょうか、

お尋ねをいたします。  

大きな４項目めは、若者Ｕターン対策で同窓会支援をについて質問をいたし

ます。  

地方自治体の多くは若者の流出や人口減が大きな課題であり、また、晩婚化

や出会いの場が少ない現状であります。そのような現状を打開する一つとして、

若者のＵターンを図るため、地元の学校の同窓会開催を支援する取り組みが始

められております。鳥取県岩美町では１０月から同窓会の開催を支援する事業

を始め、既に５件の問い合わせがあり、小・中学校の卒業生２１歳から４９歳

を対象に、１５人以上３０人未満の参加で５万円を助成し、１００人以上なら

１５万円を助成するというものであります。Ｕターンだけでなく、晩婚につな

がる出会いや若者同士の交流による地域活性化も期待されております。また、

新潟県十日町市でも実施され、ふるさとで過ごした日々を思い出し、Ｕターン

のきっかけになればと期待をされておられます。平群町においても、一つの男

女の出会いの場づくりとして、同窓会の開催支援に補助金を支給する事業を行

ってはどうでしょうか、お尋ねをいたします。  
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大きな５項目めは、国道１６８号線バイパスの騒音対策についてを質問いた

します。  

近年、国道１６８号線のバイパスの交通量の増加により、ダンプカーやクレ

ーン車を初め、大型貨物、重機、トラック等の大型車が増加しています。特に

三里バイパスは坂道のため、沿線周辺の住宅地では夜中から早朝、日中と日常

茶飯事、猛スピードで爆音を立てて走行するため、地響きで家が揺れたり、排

気ガス等で体に影響が出ていると苦情をお聞きをしており、切実な問題となっ

ております。自動車は生活になくてはならない存在ですが、交通事故や交通騒

音、大気汚染問題が社会問題化しております。そこで、特に三里バイパス周辺

道路沿いの住宅街への騒音や振動を減らすために、早急な環境対策が必要と考

え、お尋ねをいたします。  

１点目、道路事業における環境対策として、まず、三里バイパス周辺を低騒

音舗装することで、騒音・振動の改善効果があると考え、早急な対応をすべき

ではないでしょうか。低騒音舗装とは御承知のとおり、空隙の多いアスファル

ト合材を使用することにより、自動車の騒音を吸収して自動車騒音を３デシベ

ル程度低減される効果があり、この３デシベル程度の騒音低減効果は交通量が

半減したことに相当する効果があります。さらに、表層の合材の空隙を通って

排水される高機能舗装であるため、騒音の低減効果以外にも、その排水機能に

より雨天時の水はね防止やスリップ防止、夜間のライトによる路面反射を軽減

するなどの効果を有し、安全性や快適性が向上をいたします。  

２点目、坂道のため相当なスピードでの走行が多く、子どもや地域住民の交

通安全対策として交通規制のために環境対策の補助標識をつけた速度規制の標

識の設置が必要と考えます。最近、警察庁が都道府県に通達し、ドライバーに

運転速度を抑えてほしい理由が添えられた道路標識が設置する動きが広がって

おります。現時点では、環境対策、子どもの安全の２種類でありますが、速度

規制に納得してもらい、事故防止につなげる狙いがあります。兵庫県でも、騒

音などを減らすために最高速度を４０キロに規制している国道４３号の１６４

カ所に速度制限標識の下に環境対策の補助標識が設置をされています。ドライ

バーの意識を変える効果が大変あると考えます。  

以上、５項目につきまして、端的に明解な御答弁をどうぞよろしくお願いい

たします。  

○議  長  

総務防災課長。  

○総務防災課長  

それでは１点目の「スマイル宣言」で笑顔のあいさつ運動をということで、
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１点、２点を御答弁さしていただきます。  

挨拶はコミュニケーションの基本であります。地域のコミュニケーションの

活性化を図り、豊かな人間関係と住みよい生活環境を築くため、子ども同士は

もとより、地域の大人が率先して出会った人に声をかけることが重要でありま

す。挨拶を交わすことで相手の顔を確認できることや犯罪防止が高められ、効

果もございます。また、挨拶をすることで近所に顔見知りがふえれば横のつな

がりができ、地域の雰囲気も明るくなります。  

町といたしましては、議員御提案の「へぐりスマイル宣言」とは言えるかわ

かりませんが、そのようなことを通して、広報紙や各イベントを通じて啓発を

してまいりたいというふうに考えております。あいさつ運動は大変大切であり

ますし、強制的に挨拶をせえというところの強制も難しいところがございます

が、町を挙げてこういった取り組み、あるいは啓発も含めてしていきたいなと

いうふうに思っておりますので、議員の大変貴重な御提案に対して感謝を申し

上げます。  

２点目でございます。２点目の平群町役場におけるあいさつについてお答え

をいたします。これまでも職員の接遇について指摘をいただいていることは認

識しておるところでございます。本町におきましては、本年度接遇マニュアル

を作成をし、５月に職員研修を実施したところであります。御質問にあります

ように、挨拶についても周知を行ったところであります。しかし、全ての職員

が１００％マニュアルどおりできているかと言われますと、人それぞれの違い

もございますが、まだまだできていないであろうというふうに認識をしており

ます。御質問にあります例でいきますと、「いくのスマイル宣言」を参考にし

ながら、本庁に来庁される方々のおもてなしの心で迎えられるように、全職員

に周知徹底を図っていきたいというふうに考えております。  

これは先ほど１点目にも御答弁さしていただいておりますように、挨拶はや

っぱり人としての基本でありますので、職員がやっぱり基本を大切に、日ごろ

挨拶を職員同士も含めて、住民さんにもしていくというのは、これは当たり前

のことでございますので、当たり前のことをやはりきちっと職員もやっぱり認

識する必要があるというふうに改めてここで思っておるところであります。や

はりこれは全職員が取り組んでいく大事なことでありますので、今後、その

「いくのスマイル宣言」の中を参考にしながら、職員に周知してまいりたいと

いうふうに考えておりますので、御理解いただきますよう、よろしくお願いい

たします。  

○議  長  

窪君。  
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○１０番  

大変前向きな御答弁をいただきましてありがとうございます。本当に、この

挨拶を否定する方はどなたもいらっしゃらないと思いますが、大変、この挨拶

は簡単であって勇気の要ることであります。今、総務防災課長から本当に前向

きで、もうしっかりと「へぐりスマイル宣言」という形を通じて、広報やイベ

ントで町を挙げて啓発活動に取り組むと、大変大きな効果があるということで

御答弁をいただきました。私もこのあいさつ運動、まずやはり重要だって皆さ

んわかってるんですけど、なかなか簡単なことほど難しいという部分がありま

す。  

一例を少し御紹介させていただきたいと思いますが、近隣の王寺にあります

奈良県立王寺工業高校はかつて大変荒れた学校として有名だったそうですが、

今から約２０年前、一人の先生が立ち上がられ、学校を挙げての徹底したあい

さつ運動に取り組む中、日本一礼儀の正しい学校になり、就職率も１００％と

いう結果が後からついて来たと、こういう本も出されており、テレビでも出た

そうであります。また、自治体としても福岡県みやま市もあいさつ日本一宣言

都市として取り組まれているとお聞きをしております。どちらもやはり挨拶の

重要性を理解して、積極的に推進する旗振り役のリーダーが必要ではないかと

思います。その熱意がやはり大きく広げ、継続にもつながり、挨拶が当たり前

になる。そして、笑顔と元気が感じられる雰囲気になったというふうな効果を

上げられております。  

どうか平群町といたしましても、岩﨑町長をトップに、この「へぐりスマイ

ル宣言」をしていただいて、学校や地域で根気よく広めていただきたいことを

お願いします。この点につきまして、町長から御決意を述べていただきたいと

思います。  

それから、職員のあいさつマニュアルですが、私もほかの議員も職員の皆さ

んに、本当に一生懸命仕事をしていただいておりますけれども、やはり苦情も

聞くこともたびたびございます。でも、先ほど、冒頭言わせていただきました

ように、役場の、入りまして「おはようございます」と大きな声で私も声をか

けていただいたときは、もう大変本当にうれしい気持ちになりました。それが

庁舎内、また、出先機関でも、そのようなことがあることで、財政厳しい話が

大変頻繁に出ておりますが、財政の前に、やはり心ではないかと思います。そ

ういう観点から、この職員研修もしていただいてるが、課長のほうからもまだ

まだ徹底不十分であるということも認識してるということでありますので、

「いくのスマイル宣言」、私も参考に出しましたが、本当に具体的なんですね、

このマニュアル。窓口での１０時３０分から「おはようございます」、１０時
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３０分以降は「こんにちは」と、ここまで徹底しないといけないかなというぐ

らいまで、また、電話の対応につきましても、本当にしっかりとしたマニュア

ルをつくられております。いいことはどこの自治体のことも参考にしていくべ

きでないかと思います。  

今、それも参考にして、この取り組むということで総務防災課長として人事

の担当課の中心者としても挨拶を徹底して、職員の皆さんにも周知徹底するい

うことで決意述べていただきましたが、この生野区、今回、大阪２４区で唯一

民間の窓口の平均を上回るレベルの評価をされたそうです。これは本当に、こ

のような基本的なところから徹底して、執念でやられた結果ではないかと思い

ます。やはり何事も徹底した取り組みが大事でありますので、日本一とは言わ

ず、まずは奈良県一を目指した平群町の職員の皆様が、まずは「へぐりスマイ

ル宣言」の先頭に立っていただき、また、職員の皆さんだけにではなく、私ど

も議員もしっかりと取り組んで、私自身も決意をしております。それでは、町

長の決意をお述べいただきたいと思います。  

○議  長  

町長。  

○町  長  

お答えさしていただきます。  

私も就任以来、職員には笑顔で挨拶して、丁寧な聞き取りをしなさいという

ふうな指導はずっとこれまでしてきたところでございます。その効果も多少は

出てるかなと、議員がお褒めの言葉をいただきまして本当にありがとうござい

ます。  

挨拶は人間関係のコミュニケーションの始まりというふうに私も認識してお

ります。挨拶することによりまして、やっぱりお互いの心が豊かになりまして、

先ほど課長も答弁いたしましたように、犯罪防止や、あるいは、また子どもや

弱者への見守りなどにも通じていくことかなというふうに思っております。ま

ずは、やっぱり今一度、全職員がそのことを徹底できるように、生野区の取り

組みも参考にしながら、まず職員から笑顔で挨拶できるように今後もしっかり

取り組んでいきたいと思います。そして、そのことによりまして、町民の皆様

全体に広がっていくように私自身、先頭に立って頑張っていきたいと思ってお

ります。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。  

○議  長  

窪君。  

○１０番  

大変ありがとうございます。本当に心のこもった決意を述べていただいたと
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思います。  

私は今回、この質問させていただくに当たりまして、本当にこの平群の町を

心から大切に思ってくださる町内の有識者の皆さんを初め、また、住民の皆様

から、このような御提案をいただいて質問をさせていただいております。本当

に多くの住民の皆さん、町をよくしたいという思いがたくさん持ってくださっ

ております。どうか、この平群の町を発展させてゆく地方創生の観点から、ス

マイル宣言をしっかりとしていただいて、笑顔のあいさつ運動の実施をしてい

ただくことをお願いしまして、これはこれで、以上で結構です。ありがとうご

ざいます。  

○議  長  

続きまして、２点目の答弁。政策推進課長。  

○政策推進課長  

それでは、窪議員の２点目の御質問でございます。みどりのサポーター制度

の導入につきましてお答え申し上げます。  

このみどりのサポーター制度につきましては、平成２６年度の平群町自治連

合会の県外研修におきまして、長岡京市を訪問しており、当時の小田市長様を

初め、関係職員の方よりお話を伺った経過がございます。そういったことで、

事業の概要については、ある程度存じ上げてるような次第でございます。  

この制度は、述べられたように、平成１６年１０月からスタートをされ、１

０年間で約１００団体、１，０００人の方が現在活躍をされておるというふう

にお聞きをしております。これは、地域住民の相互のコミュニケーションの醸

成ややりがいの場づくりなどが大きな活動の柱であり、ボランティアの皆様方

の自主的な活動を尊重することも大きな特徴とされております。そういう意味

で、非常に学ぶとこは多い取り組みかというふうに認識をしておるところでご

ざいます。  

また、実施主体の事務局は、市民と行政の間で緑化の指導や啓発を中心とし

た活動を行っております公益財団法人長岡京市緑の協会が担っていることなど、

行政主導ではなく、市民が自立して活動していける制度として取り組んでおら

れるようなところでございます。議員お述べのこのみどりのサポーター制度が、

住民協働のために具体的で有益な事業であることは十分認識をしておるところ

でございます。  

本町におきましては、現在、各公園につきましても、自治会の皆様方が日々

の清掃などに取り組んでいただいております。また、竜田川まほろば遊歩道整

備推進協議会など、さまざまな環境美化活動に取り組んでおられるボランティ

ア団体の皆様が活躍をされておられるようなところでございます。これらのこ
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とを踏まえまして、まずは、これらの取り組みや事業などとのバランスを図る

上で、既存事業でのボランティア活動を行っていただいておる皆様方のサポー

トを引き続き取り組んでまいりたいと考えております。  

このみどりのサポーター制度の運営手法につきましては、今後のまちづくり

の柱である住民協働という観点から参考にすべき点は多くあると考えておりま

す。今後も、ボランティア団体の皆様や町民との協働により、地域の美化の一

層の推進を図っていくことを念頭に、実際に管理をお願いする場所や、管理を

していただく組織や体制づくりなどを想定し、町内で具体的な調査・研究をし

てまいりたいと考えておるところでございます。  

以上です。  

○議  長  

窪君。  

○１０番  

ありがとうございます。いち早く自治連合会の皆さんが、この研修に行って

いただいたということで、私も視察に行かせていただきましたら、そこでお聞

きをしまして、大変うれしく思いました。  

今、課長のほうから平群町では、この環境美化に自治会を初め、多くのボラ

ンティア団体の皆さんが取り組んでいただいてるいうことで、もう本当に私も

竜田川の河川のお掃除とか、もう本当に皆さん、ボランティアの皆さん、本当

に感謝やなという思いでいつも思っております。  

また、みどりのサポーター制度が住民協働参画の具体的な有益な事業とも認

識をされているということで、きっちりと認識をしていただいておりますが、

この制度は今までの平群町の取り組んでるのにもう少し拡大をしていただきた

いという思いで質問しているわけなんですね。制度、御承知のとおり、町民が

サポーターとしてまず登録をしていただくと。それは登録していただきますが、

今までの大きな、今既存にありますボランティア団体のきっちりしたそういう

ものではなくて、いつでも柔軟に気楽に参加できて、いつでもやめれることも

オーケー、やめることもオーケーだという、そういう本当に自分のまず身近な

道路とか側道とか、いろんな草がぼうぼうになってるとことかありますよね。

そういうところを、ここを掃除をしたいから登録をしますと、そういう制度で

あります。  

ですから、やはり今の既存のボランティア団体の皆様には大変感謝をしてお

りますけれども、その既存の団体の皆さんの目の行き届かないところを住民協

働によってさらに地域の環境美化を進めるというものでありますので、やはり、

今、具体的にいろんな手法ですね、長岡京市も別の団体にこうしてやられてい
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るという部分もありますので、これにつきましては、具体的に前向きに検討さ

れるのかどうか、再度御確認をさせていただきたいと思います。  

○議  長  

政策推進課長。  

○政策推進課長  

ただいま再質問にお答えをさせていただきます。  

答弁の中で、今、議員のほうから再質問で御指摘を賜りました部分につきま

しては、こういったいわゆる特定の団体に属さずに、いわゆる本当に気軽に自

分のあいた時間にボランティア活動していただくというふうなことは、本当に

大変重要なことやと思っております。やはり一番懸念したところといいますの

は、そういった人たちをどういうふうに組織化していくのか、どのような受け

皿をもって、どのような活動につなげていくのかというのが一番大事なことな

のかなというふうな、まず理解はしております。そういう想定をしながら、今

回、御質問の中で、体制づくりなどを想定しということで御答弁申し上げたと

ころでございますので、町内で、そういった組織、また、そういうことを担っ

ていただけるものがあるのかどうかいうことも含めて検証したいというふうに

考えております。基本的には総論として、非常にこれからの平群のまちづくり

をしていく上で大切なことやというふうに思っておりますので、前向きには考

えていきたいというふうには考えております。  

○議  長  

窪君。  

○１０番  

ありがとうございます。ちょっと余談になりますけれども、竜田川の河川、

西宮の親水公園のそばですけれども、ある一人の男性の方が約４０年近くにわ

たって黙々とその河川の草刈りをしていただいてるんです。その一部分だけ本

当に常にきれいな状況です。それ以外は行政、県ですかね、行政が環境整備を

していただいてますが、その一部分だけは４０年近くをしていただいてる男性

の方がいらっしゃいます。本当にそれがいいのか、悪いのかといういろんな御

意見もあるかと思いますけれども、本当に平群の町をきれいにしたい、このよ

うな思いの方が平群町内には意識の高い皆さんたくさんいらっしゃると思いま

すので、前向きに組織、そのとおりであると思います。いいことでもすぐ、言

ってすぐできるものではないことも認識しておりますので、しっかりと皆様の

お力をお借りをして、住民協働のまちづくりを進める一つとして早期導入を御

検討いただきたいと思います。  

これは以上で結構です。  
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○議  長  

３点目の答弁、福祉課長。  

○福祉課長  

議員御質問の３点目、「へぐり子育て応援アプリ」の導入についてお答えを

さしていただきます。  

子育て世帯への情報発信は非常に重要で、かつ必要不可欠であり、本町が実

施をする子育て支援策においても、正確に、そして適時に情報発信ができるか

は大きな課題であるとの認識をしております。  

先般の補正予算で可決をいただきました地域少子化対策強化交付金事業にお

きまして、切れ目ない支援を目的に、妊娠期から中学校卒業までの子育て世帯

に必要な情報を提供すべく、子育て支援ガイドブック、一応手元に持っており

ますが、こういうものでございますが、へぐりのびのび子育て情報というのを

もう試作をしております。準備を進めているところでございます。  

子育て支援ガイドブックはアプリとは違いますが、子育て世帯への情報発信

と地域住民全体が子育て応援をしていく上で、重要なツールとなると考えてお

ります。これは全戸配布を前提としております。また、本町のホームページの

子育て支援センターのコーナーでは、支援センターの実施をする事業内容等に

ついて情報提供も行っておりますし、手軽に活用されるような構成に努めてお

るところでございます。  

スマートフォンのアプリによる情報提供についてですが、手軽に時間や場所

にとらわれず、適時情報取得できるツールとして非常に有効であるというふう

に思われます。しかし、アプリ導入に当たってのコストだけでなく、ランニン

グコストが必要になり、既に導入済みの世田谷区では初期費用で１，１５０万

円、ランニングコストで年間４００万円が必要であると聞き及んでおります。

また、職員で一定の管理を行う場合にはＩＴに強い人材の育成・確保などの課

題もあり、導入するとなれば、それらのコストや課題、利用頻度を十分に踏ま

えた上で検討する必要があるのではないかというふうに考えております。  

当面、子育て支援ガイドブック配布と合わせ、町ホームページ、子育て支援

センターのコーナーの充実を図ることで対応したいというふうに考えます。ア

プリ導入については、地域少子化対策強化交付金事業において、子育て支援策

の一つとして交付金採択されるよう調査・検討をし、県、国とも協議をしてま

いりたいというふうに考えているところでございます。  

○議  長  

窪君。  

○１０番  
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ありがとうございます。今回の補正予算で交付金計上されておられました。

今見せていただきましたが、子育て支援のガイドブック、全戸に配布されると

いうことで、これは本当にＩＴだけではなく、目で見る、それも大変大事な情

報発信でありますので、それは評価をしたいと思います。  

しかし、今の時代は、その目で見るアナログと、それからやはりデジタルで

すね、スマホとかＩＴ、そういうもので若い方々は情報収集されるわけですね。

私も町のホームページ、昨日もちょっと子育て支援の関係で、どのようにした

らすぐ見れるかということでしましたけど、なかなか子育てのどこにどういう

形が載ってるかというのが大変見えにくいんですね。担当課の子育てのところ

を検索しましたらだっと出てきまして、子育て支援センターやら、何々やらい

っぱい出ておりました。そこには子育て支援センターのコーナーの取り組みと

かは、今、課長言われましたように載っておりましたけれども、平群は他の自

治体よりも子ども医療費もし、県下の市町では高校１年生終了まで通院・入院

とも無料という、本当にすばらしい、何て言うんですかね、政策を実施をして

いただいております。また、学童保育につきましても、７時半まで見てくださ

るところは近隣ではどこもありません。いろんな角度から、私は子育て支援に

対しては、平群町の町、しっかりと財政厳しい中でもできる範囲で一生懸命取

り組んでくださってると思うんですが、それがぱっと見えないわけなんですね。

全く、もう私は探そうと思ってホームページを行きます。それでもなかなか行

きたたないというのが現実であります。  

ですので、その子育て支援のガイドブック、今、そうやって見せていただき

ました中身を私たちまだ見ておりませんが、そういう内容を一つのツールとし

て、ぜひとも私はお金、１，０００万、これ世田谷区ですのでこれだけの経費

だと思います。小さな町ですので、平群は。近隣町とも奈良モデルとか、いろ

んな取り組みで近隣町とも連携して、こういうのも取り組むこともできるので

はないかと思います。やはり、ＩＴの部分でもう少し御検討を今後できないか、

アプリはすぐと言えなかったとしても、それをそこへ行きたつまでのホームペ

ージをさらにもっと充実できないかどうか、再度御質問させていただきたいと

思います。  

○議  長  

福祉課長。  

○福祉課長  

答弁でも申し上げておりますように、議員おっしゃってるとおり、アプリの

重要性、今の時代ですので、それは十分理解をしております。先ほども言いま

したように、当面、このアプリを単独導入するということを考えた場合、１，
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１５０万の導入経費がかかるということと、規模、これは開発費用ですから、

世田谷であろうと平群町であろうと費用については大幅に変わることはないと

いうふうに思っております。ランニングコストについても変わることはないと

いうふうに思っております。  

しかし、そうはいいましても、平群町の今の財政状況では１，１５０万は大

きいございますし、年間の維持経費４００万というのも大きなものになってま

いります。当面、それにかわってできることということで、先ほど申しました

ようにガイドブックの作成、それと、ホームページのほう、確かに、一気に悩

んでおられること、相談したいことをすぐ検索して、そこにアクセスしていく

というのはなかなか探しづらい部分も含めてございます。そういう部分につい

ては、当然、改善をしていかないといけないというふうに思っておりますし、

今回のここに載せさせていただいた内容というのは、世田谷のアプリの７項目

のうちの大半を含んでおります。これも含めて、今のホームページの中で相談

内容、質問内容に応じてクリックすれば展開できるような内容について発展を

さしていく、充実をさしていくということも当然、同時に進行していきたいと

いうふうに考えております。  

それと同時に、議員提案いただきました近隣町と一緒に開発・導入というこ

とについてもそうですが、これも合わせて近隣にも呼びかけつつ、同時に県・

国に対して、この交付金の補助を受けられるようにということで積極的に取り

組んでいきたいというふうに考えております。  

○議  長  

窪君。  

○１０番  

ありがとうございます。大変前向きな御答弁をいただいたと思います。  

やはり平群はいつもですけれども、大変謙虚で一生懸命やってくださってる

のに、そのことがなかなか周知するいうのが大変下手ではないかと思います。

それは謙虚ではなくって、余りにも優しさがないと私は思いますので、住民の

皆さん、子育て中の皆さんがここを見たらもう全部わかるんだというように、

まあ、ＩＴのこのスマホのアプリ導入はぜひとも将来的にやっていただきたい

と思います。ただ、財源的なこともありますので、それも考慮に入れながら御

努力してくださるということを今御答弁いただきました。それまでの対応とし

て、しっかりとこの今取り組んでいらっしゃる子育て支援のガイドブックとあ

わせましてホームページも充実をしていただくことをお願いをいたしまして、

これにつきましては以上で結構です。  

○議  長  
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続きまして４項目め。政策推進課長。  

○政策推進課長  

それでは、窪議員の４点目でございます。若者のＵターン対策で同窓会の開

催支援についてお答え申し上げます。  

同窓会等の開催に対する助成につきましては、人口対策の一環といたしまし

て、定住化人口の増加を図ることや地域経済の活性化を目的に制度を設ける自

治体がございます。既に実施をしておる自治体においては、一定の要件のもと、

開催にかかる費用の一部を補助金として交付するというふうな内容となってお

ります。同窓会を機会に平群町に帰省をいただき、本町の特産品を御賞味いた

だいたり、またお土産として御購入をいただくことは、本町の特産品の新たな

販路拡大にもつながりますし、また町外からの参加者の方につきましては、ふ

るさと納税の周知など、納付促進などということで将来、平群町に対するお力

添えを賜れるというふうなことも考えております。  

また、町外で暮らされる皆様に対しましては、町内におられる方からの会話

の中で町のＰＲをしていただくことも想定をされ、本町のまちづくりに対して

興味を持っていただく場になり、一定の効果が期待できるのではないかという

ふうに考えております。  

このような認識のもと、御提案いただきました同窓会等の開催に対する支援

につきましては、新たな事業であるということや、また支援する年代の絞り込

み、また支援手法、費用対効果、実施市町村や近隣の市町村の状況などを鑑み

た上で、また現在作成中でございます平群町創生総合戦略による若者施策の充

実と、今回の議会の初日に可決をいただきました補正予算の中にございます恋

まち・育まち・へぐりっち、恋愛・子育て支援事業といった新たな事業展開と

いうのも今後ございますので、そういった事業との関連性を踏まえまして若い

世代の出会いの場の一つとして、今後、庁内で調査・検討してまいりたいとい

うふうに考えております。  

以上です。  

○議  長  

窪君。  

○１０番  

ありがとうございます。今、課長おっしゃいましたように、初日の補正予算

可決しましたが、結婚から出産・育児まで切れ目のない支援として各種啓発等

の予算ということで計上されたと思います。その提案の説明の中で、事業内容

が示されました。その中に、若い世代の出会いの場所の設定という言葉を述べ

られたと思います。そういう趣旨からもこの新しい事業とおっしゃいますけれ
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ども、国がこういう形で取り組んでいきなさいということで交付金がおりてく

るわけですから、そのおりてくるものを別に使うのではなく、やはり的確に国

が言われた方向のものに使っていただきたいと思うんですね。ですから新しい

新規事業というよりも、やはりこの若い世代の出会いですね、同窓会っていう

のは６０歳や７０歳の同窓会もありますが、でも、私が今お願いしているのは

若い世代、今冒頭申しました５０ぐらいまでの世代ですね。私も住民の皆さん、

お母さん、保護者、保護者っていうんですかね、御両親がなかなか息子さん、

娘さんが出会いがなくて結婚できないということで多くのそういう何とかなら

ないかと。これは縁のものですのであれですけれども、また何て言うんですか

ね、そういう結婚をがあっと出すというのはなかなか行きにくい、そこへ集い

にくい。婚活ということは、なかなか若い人にはなじみにくいっていうんです

か、嫌がられるという部分が多いんですね。ですから、こういう同窓会という

形で町内外から帰省をしていただいて、出会う場でそこでもしか御縁があれば、

また結婚にも結びついていくでしょうし、そういうことで今後やはり行政とし

ても、婚活という言葉は使いたくありませんが、そういう取り組みをやはりす

ることが大変大事であると思います。  

その点、どのようにお考えでしょうか。再度、御質問させていただきたいと

思います。  

○議  長  

政策推進課長。  

○政策推進課長  

ただいまの再質問にお答えをさせていただきます。  

今、議員お述べになられました本議会の初日で可決をいただきました補正予

算の中で申し上げた、恋まち・育まち・へぐりっちというふうな事業を上程を

させていただいて今後進めていくというところでございます。  

この事業の検討に当たりましては、今、申されたような切れ目のない、それ

ぞれのステージで切れ目のないような支援をしていく、若い世代に対して、い

わゆる結婚に向けた相談、またそこから御縁があって結婚され、出産、子育て

といったそういうふうな地域づくりに向けた環境整備を行っていく上での事業

展開ということで、今回この事業について御承認賜り今後事業をやっていくと

いうふうなことでございます。そういう意味では、これからの平群の新しい事

業ということで取り組んでいくわけでございますので、そういった今後の事業

の展開も踏まえながら一つの若い世代への支援の施策やということで取り組ん

でまいるというふうなことでございますので、御認識のほうを、そういう認識

のもとで事業をやっていくということでございますので、御理解をいただけた
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らというふうに考えております。  

○議  長  

窪君。  

○１０番  

ありがとうございます。これ、国から交付金おりてきまして具体的にされて

いくと思いますが、しっかりとそれも中に入れ込んでいただいて御検討してい

ただきたいと思います。  

地方創生の観点からも、積極的にやはり行政が今まで支援してこなったこと

を支援していく時代に入ってきておりますので、どうかよろしくお願いしまし

て、これにつきましてはこれで結構です。  

○議  長  

続きまして５点目の答弁。都市建設課長。  

○都市建設課長  

それでは、５点目の国道１６８号バイパスの騒音対策の１点目についてお答

えを申し上げます。  

当該路線の三里地区における低騒音舗装につきましては、過去に地域の強い

要望により、道路管理者であります奈良県が三里北交差点から三里南交差点付

近までの約５２０メーターの区間で実施をされたという経緯がございます。  

路面の状況でございますが、施工から相当な年数が経過をしております。本

来、この舗装が持つ騒音を吸収する機能が目詰まり等によって機能していない

という状況につきましては、町としても十分に認識をしております。本年の８

月に三里の自治会から要望を受けて、町から県に対して改善要望した経緯もご

ざいます。改めまして、当該区間の低騒音舗装につきましては、強く県へ改善

要望を行ってまいりたいというふうに考えております。  

○議  長  

住民生活課長。  

○住民生活課長  

それでは、議員の御質問の２点目の補助標識の設置についてお答えいたしま

す。  

交通規制における速度制限等の規制標識、補助標識等の設置につきましては、

主に県公安委員会が設置されております。国道１６８号バイパス平等寺東山間

については、速度規制区間ではなく６０キロ規制制限区域であります。当該区

間につきましては、以前より交通安全対策について西和警察と協議しており、

西和警察を通じて交通安全対策のため、速度規制いただくように県公安委員会

に要望しております。今後も引き続き要望してまいるとともに、補助標識の設



 

－122－ 

置についても申し出してまいりたいと考えております。よろしくお願いします。  

○議  長  

窪君。  

○１０番  

ありがとうございます。この三里北交差点から南の交差点の間、住宅街にな

っております。バイパスの中でも住宅街は多分そこだけだと思うんですけれど

も、この低騒音舗装、今、課長のほうから地域の以前、相当過去に要望があっ

て５２０メーター実施をして施工から相当な年数がたってるので、その低騒音

舗装の機能が果たしていないということは認識してるということで、大変前向

きに、三里の自治会からも要望が出されております。私も自治会からもお聞き

をして、また住民の皆様からも多くこの騒音対策についてはお聞きしておりま

すので、引き続きまして強く県に早急な改善を要請をしていただきたいと思い

ます。  

それから、速度の制限標識ですが、このバイパス沿いで制限標識はどこにも

ついてないですね。ついていない道路は法定速度が６０キロということで、三

里付近は坂を下がるとき６０キロは出してもいいということですけど、それ以

上に加速をされますのでスピードが本当にびゅんびゅん飛んでると、飛ばす車

もあると思います。今、西和警察とも協議していただいて、県の公安委員会に

も要望していただいていると。今後、環境対策などの標識も含めて早期設置を

県にさらに強く上申をしていただき、早期設置をお願いしたいと思います。  

最後にですが、国道１６８号線のバイパスの中でもこの付近は、三里北交差

点から南交差点の付近は、先ほども言いましたが住宅街であります。早急な環

境改善、また交通安全の対策が必要ですので、強く要請をお願いいたしまして、

以上で私の一般質問は終わらせていただきます。  

大変ありがとうございました。  

○議  長  

それでは、窪君の一般質問をこれで終わります。  

休憩に入りますけれども、去る１２月８日の本会議において、議決いたしま

した発議第１３号  平群町税条例の一部を改正する条例について、町長から地

方自治法第１７６条第１項の規定により、再議に付する旨の文書が１２月９日

付で提出されました。この再議の取り扱いについて、議会運営委員会を開催し

ていただきますので、午後１時３０分まで休憩をいたします。  

（ブー）  

休    憩  （午前１１時３１分）  
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再    開  （午後  １時３４分）  

 

○議  長  

それでは、休憩前に引き続き再開をいたします。  

（ブー）  

○議  長  

先ほど開催されました議会運営委員会の報告を求めます。髙幣君。  

○議会運営委員長（髙幣幸生）  

先ほど、議会運営委員会を開催いたしました。  

審議内容は、発議第１３号  平群町税条例の一部を改正する条例についての

再議の件であります。この再議の件については、平成２７年第５回定例会の本

会議最終日に上程することに決定いたしました。  

報告は以上のとおりでございます。  

○議  長  

以上で議会運営委員会の報告を終わります。  

続きまして、一般質問を再開いたします。  

発言番号４番、議席番号６番、植田君の質問を許可いたします。植田君。  

○６  番  

それでは、質問項目２点について質問させていただきます。ちょっとのどの

調子がおかしいのでお聞きづらい点があるかと思いますが、御容赦願いたいと

言うふうに思います。  

まず、１点目でございますが、東山駅にエレベーターの設置をということで

質問をさせていただきます。  

急速な高齢化社会への移行、また高齢者や障がい者の方々が自立した社会生

活を送れるための移動の利便性及び安全性の確保が望まれる中、交通バリアフ

リー法が２０００年に制定をされました。当初、２０１０年年度末までに一日

５，０００人以上の利用者がある駅の段差解消を目標に進められてきました。

その後、エレベーター設置などにより、段差解消がされた対象駅は、全体の約

９割程度にまで進んだことから、２０１１年に国土交通省は移動等円滑化促進

に関する基本方針を改正して、２０２０年度までに３，０００人以上の利用者

がある駅にも対象を広げる、こういうことに現在なっております。  

現在、東山駅では、改札からホームにおりるのに４８段と生駒線の中で最も

階段数が多いという状況、またエスカレーターは設置をされているんですが、

かなり急勾配で高齢者や車椅子などの障がい者の方々にとってはエスカレータ

ーは危険で利用しづらいという声が聞かれています。実際、車椅子はこのエス
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カレーターを利用できませんので、駅員さんたちが担いで上がるという状況も

私もお見受けしましたし、そういう状況があると。また、基本的には常時上り

運転でありますから、ホームへおりる際は駅員さんにお願いをしてですね、下

り運転にその都度切りかえてもらうという、こういう状況です。そういう意味

では、利用者の方々にとってはなかなかお願いするのが心苦しいという声もた

くさん聞かれている、こういう状況になっています。  

そしてまた、この東山駅は、近大奈良病院の最寄り駅であるということから

病院にかかられている患者さんたちも利用されることが大変多いと。私も月に

１回はこの駅に立つんですが、朝本当に近大へ向かわれる患者さんたちがバス

を待っているというところに並ばれるというのを見ておりますので、そういう

点からも安全・安心な駅への整備が急務だというふうに考えています。  

現在、公表されています東山駅の一日の利用者というのは、平成２４年のこ

れは調査なんですが、３，５６６人ということであって、改正されました移動

等円滑化促進に関する基本方針の対象にもなる駅です。ただ、やっぱりここの

駅舎は生駒市であるという問題もありますが、平群町の住民の多くの方々がこ

の東山駅を利用されているということから、関係機関と連携・協力をしていた

だいて、エレベーター設置が早急に実現するために行政としても御尽力いただ

きたいというふうに思っていますが、この点についてどのようにお考えでしょ

うか。  

２点目は、多子世帯、子どもが二人以上の世帯ですね、多子世帯の保育料軽

減の制度の拡充をということで質問をさせていただきます。  

少子化が社会問題として取り上げられて久しい状況が続いています。国とし

て抜本的な対策が遅々として進まない中で、平群町では子どもの医療費助成が

拡充はされたということは評価をしたいんですが、そのほかの子育て支援がま

だまだ不十分ではないかなというふうに考えています。とりわけ平群町では、

県下で一番出生率が低いという状況があります。これ、数年続いていまして、

全国の平均からも平群町の特殊出生率は低い状況にあります。こういう事実の

もとにですね、それとあわせまして、また若い世帯は経済的な問題から共働き

の世帯もふえる中、保育料の負担も大きいものがあるということです。  

現在、全国的に多子世帯、子どもが二人以上の世帯に対して、幼稚園や保育

園の保育料の軽減制度の拡充が全国的には進んできています。しかし、現在平

群町では、この４月からこども園の体制で新たな保育料でスタートしましたが、

その中で教育標準時間の保育料については、第１子が小学校３年生まであれば

第２子は半額、第３子は無料という状況となっています。しかしながら、保育

短時間部門、あるいは保育標準時間の保育料については、第１子が就学前でな
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いと第２子・第３子の軽減制度が教育標準時間のような軽減制度は受けられな

いと、こういう状況になっています。そういう中で全国的には、養父市では全

ての認定区間で第１子が小学校６年生までであれば第２子が半額、第３子以降

も無料であったりとか、あるいは五島市などでは第１子が中学生以下、美里町

でも第１子が１８歳以下などなど、全国的には子育て支援策として多子世帯へ

の保育料の軽減制度を国が示している以上に拡充をしているというのが現状、

広がっているのが現状だと思うんですね。  

そういう中で、こういうさまざまな子育て支援策を工夫して少子化対策に取

り組んでいる全国の状況があるわけです。とりわけ平群町は、近隣の市町村に

比べて高齢化率がトップを走っているという状況もありますし、そういう中で

今後の平群町のまちづくりを考えるとき、やはり若い世帯を呼び込むことが税

収にもつながっていくということなどから平群町でも少子化対策、あるいは子

育て支援策の一環としてこの多子世帯の保育料軽減制度の拡充をすべきと考え

ますが、どのようにお考えでしょうか。  

以上、２点について、明確な御答弁よろしくお願いいたします。  

○議  長  

総務防災課長。  

○総務防災課長  

それでは東山駅にエレベーターの設置ということで、御質問でございます。

御回答させていただきます。  

議員御指摘のとおり、平成１２年に交通バリアフリー法が施行され、平成２

２年までに一日の利用者が５，０００人以上の駅についてはスロープ、エレベ

ーターや階段昇降機などによる段差解消が求められています。現状は５，００

０人以上の利用がある駅については、県内においてＪＲ、近鉄の３９駅の整備

率が９２．３％と非常に高い整備率になっておることは認識しております。ま

た、国土交通省は、移動円滑化の促進に関する基本方針を改正をし、３，００

０人以上の利用駅にも対象を広げ、平成３２年までにバリアフリー化を促進す

るものであります。  

東山駅につきましては、議員お述べのように一日の利用者が３，０００人以

上、平成２４年であれば３，５６６人ございまして、整備の対象駅であります。

エスカレーターの設置は現在されておりますが、エレベーターは未設置であり

段差解消等のバリアフリー化にはなっておりません。このため、近鉄本社、あ

るいは奈良県、それから平群町の３者で毎年開催をさせていただいております

近鉄生駒線利用促進協議会の開催を行っておりますし、利用促進のための利便

性向上について個別事項を要望し協議を行っているところでございます。  
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東山駅のエレベーター設置についても要望も行い、近鉄本社から状況の説明

や、あるいは回答をいただいておりますが、回答につきましては近鉄生駒線は

乗客数が年々減少してるということもございまして、現状はいずれの要望につ

いても、回答は非常に厳しいものがあるというのがこの間、答弁、他の議員の

質問に対しましても説明をさせていただいているところでございます。  

東山駅の駅舎については、基本的には生駒市でありますので、先日、１２月

３日でございますが、私と参事と生駒市のほうに出向きまして、東山駅のエレ

ベーターの設置について担当部局、市民部生活安全課というところでございま

すが、協議を行ったところであります。  

しかし、エレベーターの設置については事業者負担、御存じのように事業者

負担が絡んできます。近鉄には設置の計画は現在あるということは伺っており

ますが、生駒市といたしましても、生駒市の沿線、東山駅から生駒駅の間につ

きましてもバリアフリーになっていない状況の駅がたくさん存在するわけでご

ざいますので、そういったところでなかなか生駒市についても、じゃあすぐに

設置の計画をしていこうかというところまではいっていないというのが現状で

あるというのを伺ってきました。事業費につきましても、やはり近鉄から伺っ

てますのは、２億から３億程度のやっぱり事業費がかかると、２億５，０００

万から３億程度がかかるだろうということでございますので、そういう状況で

今現在ございますが、議員御質問の件につきましては、町といたしましては、

生駒市と調整する中、近畿日本鉄道に対しましてエレベーターの設置の要望を

改めまして要望してまいりたいというふうに思っておりますので御理解いただ

きますよう、よろしくお願いいたします。  

○議  長  

植田君。  

○６  番  

課長の御答弁では、まあ必要性は十分感じておられるということだというふ

うに私は認識をさせてもらいました。この問題ね、平群町に在住の方からやっ

ぱりこの東山駅を利用するに当たって、非常に御自身がけがをされてあそこの

エレベーターを使うとき非常に怖い思いをしたと。やっぱり片手をつった状態

で病院に行かなあかんかったっていうことで、非常にそのことが、それで最近

では足もだんだん歩きにくくなってきて悪くなってきて、そういう意味では非

常に御自身がこうやっぱり駅を使う上でね、そういう今の現状の中で、やっぱ

り障がい者や高齢者が使いやすい駅にしてほしいっていうことが一つの発端と

なって、今、住民団体が中心となって今署名活動がスタートしています。約１

カ月で１，０００筆を超える署名が今現在集まっているという状況で、私もで
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きるところは協力しているんですが、この前もちょっと駅でやられてたのでち

ょっと一緒に協力させてもらったんですが、やっぱり近大へ行かれる方はもう

ほとんど皆さん、いや、もうそれは必要です、やってもらったら助かりますっ

ていうことで、署名に８割方が応じていただいたという状況があるだとか、先

日は近大病院のほうにもちょっと懇談に行かさせてもらって病院としても、そ

の必要性はやってもらったらありがたいということで署名も置かさせてもらう

という状況のお答えもいただいているという状況で、そういう意味ではまあま

あ東山駅というのは、やっぱりその近大病院という特殊な事情があるというこ

とが一つかなり大きいんではないかなというふうに思います。  

そういう中で今現在、奈良県ではまだ２０の駅がそういうバリアフリー化が

進んでいないという状況が残されているのが現状なんですね。この問題は、う

ちの宮本県会議員も県議会で取り上げている問題なんですが、とにかくそうい

う中で一刻も早く安全で安心に使える駅の整備っていうのがやっぱりこれ非常

に望まれているところなんです。近大病院も一日３，５００人の利用があると、

全てが全て駅を利用されているわけではないですが、そんだけの患者さんが来

られるということですので、当然、東山駅を利用されてるという場合も多いわ

けですから、ちょっと生駒市のほうと懇談されて、生駒市のほうとの話がまだ

ちょっとなかなか、多分、生駒市にすれば南の端になるのかな、だから自分と

この住民がどれぐらい利用するのかというところなどはあるのかとは思うんで

すが、ただ、やっぱり近大を利用される方も生駒市民の中でたくさんいらっし

ゃるわけですから、そういう意味では生駒市の、駅の設置が生駒市ですので、

生駒市がやろうという状況になるように平群町としてはこれからも生駒市との

協議を進めていただきたいし、一応この設置費用については国、県、それから

鉄道事業者が３分の１ずつということなんです。確かに天の金額はあるとは思

うんですが、その中で平群町としてもね、平群町の住民がやはりあそこをたく

さん利用するというところでは、平群町としても、一応基本はその三つなんで

すが、そこに平群町としてもできるんであれば財政的なあれも含めて今後検討

していただきたいというふうに思うんですが、そこら辺についてはどのように

お考えなのか。  

それと、近鉄のほうがあそこの今の東山駅を改造しようとしたら２億から３

億かかるというふうに答えをもらってるというふうに今先ほど課長が答弁され

たんですが、どこにどういうふうに近鉄が考えてはるのかっていうのはちょっ

と私もわからないんですが、今、全国的にエレベーター設置をされてる駅がふ

える中でいろんな工法、外付けの工法だとかいろいろ工法があるので、そうい

う意味では安価で安全に使えるエレベーターを、まあ言うたら設置の場所も含
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めていろいろ探れば、もう少し金額的な部分でも安価に押さえられるんではな

いかなというふうには思うんです。そういうところも含めて平群町として、平

群町の住民が安心・安全に使える東山駅の整備のために、今後とも全力で近鉄

との交渉も含めてやっていただきたいと。住民団体の方々も近鉄への交渉も行

かれるというふうにお聞きをしています。そういう意味では、住民と行政が一

体となって、まちづくりの一環として整備された安心・安全の駅をつくってい

くということでのさらなる平群町としての御努力をお願いしたいですが、再度

その点での平群町としての決意をお聞かせいただけたらと思っております。  

○議  長  

総務防災課長。  

○総務防災課長  

町としてできることについて、財政も含めて検討してほしいという質問でご

ざいますが、あくまでもこれは生駒市ということになるわけでございますが、

議員御指摘のとおり、平群町でできるものはやっぱり平群町でやっていきたい

なというふうに思ってますので、どこまでできるかは別といたしましてもあく

までも設置義務者は近鉄、それからいわゆる行政区域である生駒市がやっぱり

設置すべきというふうに基本的には考えておりますので、その中で平群町とし

てできることをしっかりやっていきたいなというふうに思ってます。  

それから、工事費の安価、工事費についてのお考えでございますが、あくま

でも近鉄駅舎の中の安全も含めまして近鉄サイドでやっぱりそれは検討してい

くべきだろうと思ってますが、少なくとも近鉄東山駅には出発、二つの駅が橋

梁駅舎でございますので、二つエレベーターが設置されるというふうになると

思いますので、なかなかそこの技術的なところまでは我々が関与するというの

は困難かと思いますが、町としてできることは精いっぱいやっていきたいなと

思ってますので、御理解いただきますようよろしくお願いします。  

○議  長  

植田君。  

○６  番  

まあまあ、町としてはできる限りの、まあ言うたら支援というかあれをやっ

ていきたいということでした。確かにホーム二つありますので、両方につける

となったらそうなんですが、現状朝の通勤のラッシュの、ラッシュというほど

ではないんですが、朝のときは確かに二つのホームを使ってる状況があるんで

す。ただ、通常はもう改札入って左側のホームでもう日中の運転はされている

という状況なので、それは東山発の分があるときだけ二つのホームを使ってる

という状況なのでね。ただ、やっぱりそういう中で、早急な対応というところ
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でそういう一つだけでも、一基だけでもやっぱりエレベーターを早急につけて

いただけれるような状況というのはですね、やっぱり行政、平群町としても積

極的に提案をしていただきたいないうふうに思っています。そういう意味では

住民としても、そのためにできる限りの協力なりそういう声は上げていこうと

いうふうにお聞きをしていますので、ぜひそこには平群町も力を貸していただ

いて、住民の皆さんが安心して使える駅舎の改修・改善に向けて行政側として

も最善の努力を行っていただきたい。財政的な負担も、一応それは事業者と駅

舎がある自治体なんですけれども、それはあくまで基本ですのでね。設置する

ために平群町としてできる部分は、財政負担も含めて今後やっぱり検討をして

いただきたいなというふうに思ってる。  

この問題は、以上で結構です。  

○議  長  

続きまして２点目の答弁。福祉課長。  

○福祉課長  

議員御質問の多子世帯の保育料軽減制度の拡充についてお答えをいたします。  

現在、この制度につきましては議員御存じのとおり、子ども・子育て支援新

制度開始前と同様、従来の幼稚園部分である教育標準時間認定、１号認定です

ね、の子どもが属する世帯においては小学校３年生までの子どもから第１子と

数え、また従来の保育園部分である保育標準時間及び短時間認定、２号、３号

認定の子どもが属する世帯では就学前までの子どもから第１子と数え、こども

園などに在園する子どもが第２子であれば保育料が半額、第３子以降であれば

無料となる軽減制度であります。  

そこで、保育標準時間及び短時間認定、２号、３号認定の子どもが属する世

帯においても教育標準時間とあわせ小学３年生まで、もしくはそれ以上へのさ

らなる町単独での拡充をとの御提案でございますが、議員おっしゃるとおり、

少子化対策、子育て支援の一環としてその拡充は一定の効果があるものとは思

われますが、そもそも１号認定、２号・３号認定での対象の違いは、１号認定

では従来の幼稚園に該当する部分でありますので、３歳から小学校３年生まで

の６年間。２・３号認定は従来の保育園に該当する部分でありますので、ゼロ

歳から就学前間での６年間と決して不公平が生じているものではありません。  

また、本町が設定する保育料は、国の保育料基準または近隣市町村の設定と

比較しても非常に細分化し安価な設定としており、現時点でも十分に少子化対

策、子育て支援策の一環として拡充し、子育て世代の経済的負担軽減が図られ

ているとの認識をしております。  

しかしながら、今後におきましてこのような多子軽減制度を実施する場合に
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一部でも国や県の補助金が得られるようであれば、議員おっしゃるとおり、少

子化対策、子育て支援策の一環として対象範囲の拡充については検討する余地

はあると考えております。よって、県に対して補助事業の創設を呼びかけるな

ど要望してまいりたいというふうに考えております。  

いずれにおきましても、現時点では町単独での拡充につきましては、現在の

財政状況から鑑みても実施は困難であるというふうに考えているところでござ

います。  

以上でございます。  

○議  長  

植田君。  

○６  番  

町としては国とか県の支援があれば検討していきたい。ただ、現時点では困

難だという回答だったと思うんですね。  

この問題、それと課長が答弁されたように、幼稚園部門は３歳から小学校３

年生の６年間、保育園部門ではゼロ歳から就学前まで６年間で、それはもう、

まあいわばちゃんと均衡は保たれ、公平なんだというふうなことなんですが、

保育部門、保育を要する子どもたちが必ずしもゼロ歳から保育園を利用するわ

けではありませんので、当然３歳とか４歳から保育部門でお世話になることも

十分考えられるわけですね。そうなった場合には学校に、第１子が小学校に上

がった時点で第２子と第３子がいてたとしても、それは軽減の対象にはならな

いというのが現状なんです。だからこそ、今、全国的には年齢、何て言うんで

すか、期間、６年間とかそういうのを全体的に拡充する場合もあるし、もう全

てを小学校３年生までということで保育部門もそういう状況に合わせてると。

保育部門っていうところで預けておられる方は、当然お仕事をされてるわけで

すから、その分、まあ言うたらそこにお住まいの市町村に税金も納めておられ

るというような状況もあると思うんですね。だから、税金も納めていて、そう

いうふうにやってるのに、私もこれ聞きました、なぜ保育部門は、保育のとこ

ろは就学前になったらもう軽減が使えないんですかというのは、何人かのお母

さん方からお聞きをしてます。特に４月からのこども園の開園によって、やっ

ぱりお母さん同士の情報がある中で、幼稚園部門は小学校３年生までよ、いや

うちはもう学校に上がったその時点でなくなってしまうよという、そういう何

でそんなに違いがあるのっていうふうな声もね、実際やっぱり聞かれてます。

で、先日とったアンケートの中にもそういうことで保育料に対する疑問の声も

投げかけられてるのが何枚かありましたので、そういう部分では、やっぱりそ

こら辺のある意味子育て支援という部分でもう少し平群町として拡充をしてい
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くということが私は必要ではないかな。  

確かに、医療費の助成は高校１年生まで平群町はしてます。それは非常に評

価をしたいんですが、近隣がもう三郷町で中学卒業まで、それから斑鳩町もそ

うですね。ということで、その部分で大差のね、まあ言うたら他に比べて平群

町が進んでるということではない。悪くはないんですが、じゃあ、ほかのとこ

ろでどれだけやっぱり施策の違いを出して、若い世帯を来てもらえるまちづく

りを進めるのかっていうところでは、やはり今、共働きの世帯がふえてくる中

で保育料の負担って平群町は確かに国の基準から言えば細分化されて努力はさ

れて、保育料を努力をされて、余り高い負担ではないようにしてるというふう

にはおっしゃるんですが、それでも今の社会状況からいったら、保育料負担と

いうのはやはり厳しいものがあるっていうのは若い世帯からたくさんお聞きを

することが多いんですね。そういう中での平群町とほかの差別化を図っていっ

て、平群町を選択してもらうという一つの方策としてこの保育料の多子世帯へ

の軽減制度っていうのが全国的に広がってきてるのは、そういうところからで

はないかなとも思われるんですね。そういう差別化を図ってというか、ほかと

の違いを図ってやっぱり平群町のまちづくりを進めていく、朝からもありまし

たように、今回の補正予算の中でも結婚から出産、育児までの切れ目のない支

援ということで補助金がついてそれをやっていくということなんですが、その

中にこういうものも今後組み込んでいくことで、平群町での若い世帯の人口を

ふやしていくということが私は必要ではないかなというふうに思います。  

いきなり３年生まで上げられないかもしれないですけど、それは１年生とか

２年生とかね、そういう部分からでもそういう、ほかとは違う平群町はこれだ

けやっぱり若い世帯を応援して子育て支援をしてるんだという一つのそういう

大きなアピールとなるものを、多分お聞きしたら県下でやってるのは山間以外、

まあ言うたら吉野郡とかそういうところ以外はないというふうにお聞きをして

ますので、だからこそやる価値があるんではないかなと、平群町がやる価値が

あるんではないかなというふうに思うんですが、その点について再度、御答弁

いただけますか。  

○議  長  

福祉課長。  

○福祉課長  

議員おっしゃること十分わかります、理解はしております。  

確かに、そのゼロ歳から就学前の６年間の範囲を小学校３年生まで拡大する

という話をします。実際に小学校３年生まで拡大したことによって、ゼロ歳か

ら利用っていうことではないですからね、丸々６年、あるいはそれ以上の期間
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軽減されるという方も含めてふえてくるだろうというふうに思います。しかし、

何歳から下の子ども、第２子が利用されるかどうかという問題については、こ

れは個々の理由ではございます。それを全て小学校３年生、あるいは小学校６

年生、中学校卒業までという範囲を拡大していくかどうかということについて

は、若い世代の定着、子育て支援という意味では理解はしますけれども、それ

を裏打ちする財源的なものがなければ対処できない。当面、私どもで今計算し

ておりますのは、小学校３年生まで、保育園に入園されてる方で範囲を３年間

拡充したという場合で計算をしますと、大体今はなさと、ゆめさと両方で３０

０人近い保育園児、２号、３号子どもさんおられます。その中でさらに３年間

拡充することで、それに伴う費用は月８０万ぐらいを見積もっております。年

間で言いますと９６０万を超します。約１，０００万近い財源が必要です。そ

れ１００％町の単独の町単の費用というふうになってまいります。これをさら

に養父市のように小学校６年生までっていう話をしますと、月１６０万、年間

で１，９００万を超す２，０００万近い金額が必要になってまいります。その

議員おっしゃっておられることについては理解をしたとしても、その裏打ちさ

れるべき財源がない以上どうしようもない、というのがまず一つの大きな要因

であります。  

それと、平群町は、お金のない部分、それに変わる部分ということで丁寧な

子どもたちの子育てに対する支援ということで相談業務やいろんなことを近隣

の支援センター、子育て支援センターあるところもないところも含めてありま

すけれども、他に比べて非常によく取り組みをさせていただいてると理解をし

ている、自分で納得しております。そういう意味では、お金をかけることだけ

が子育て支援につながってくるというふうには理解をしておりません。それ以

外の部分については既に近隣と比べても大きく進んだ制度をいろいろ持ってお

りますので、これだけが全てだというふうに考えているところではございませ

ん。  

○議  長  

植田君。  

○６  番  

別にお金をかけることだけがね、あれやと思いませんし、これは若い世帯の、

お金をかけるというか支援、私は経済的な支援だというふうに思っています。  

それと、まあいわば３年生まであれしたら月８０万のまあ言うたら保育料の

収入がなくなるということですよね。ということでおっしゃってるんやと思う

んですが、その分やっぱりそういう支援があるから平群町で子育てしようかと

いうことにつなげていくような形を私はとってほしいなと。それはある意味、
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若い世帯を呼び込むための一つの投資かなというふうにも思っています。だか

ら、何も、それやったらお金がなかったら何もできないというふうな話になっ

てしまいますので、一定そういういろんなことをやろうと思えば、投資をして

そこに返ってくる、投資に対してまあまあ、これで言えば若い人をふやしてい

くということに私はつなげていっていただきたい。そのことが町の活性化にも

つながるし、また税収にもつながっていくんではないかなと、その一つとして

今回この問題を取り上げさせていただきました。  

だから、お金をかけるとかかけへんとか、それは子育てする意味では一定お

金は必要だと思いますけれども、ただそれをどう支援するのかというところで

保育料負担の軽減を行政としてももう少し拡充できないかという提案をさせて

いただいた次第です。この問題については、引き続きまた取り上げていきたい

というふうに思っています。平群町がそういう意味では少しでも子育て支援、

まあまあゼロとは言いませんが、さらなるやはり子育て支援をすることによっ

て若い世帯の流入を促進していくと、そういうことでこれからもいろんな提案

をしていきたいなというふうに思っております。  

以上で、私の一般質問を終わります。  

○議  長  

それでは、植田君の一般質問をこれで終わります。  

説明員が入れかわりますので、しばらくお待ちください。  

続きまして、発言番号５番、議席番号３番、井戸君の質問を許可いたします。

井戸君。  

○３  番  

ちょっとね、オール平群という言葉がよく使われておりますが、私の質問の

答弁にもぜひともそのオール平群を反映していただきたいと切に願っておりま

す。  

では、議長の許可を得ましたので、大きく４点について質問したいと思いま

す。  

大きく１点目、将来必要な設備投資等を全て含んだ財政シミュレーションを。  

この平群町において、近い将来、最低限必要になる設備投資が多くあります。

主なものを挙げてみると、ごみ処理清掃センターの建設、役場本庁舎の耐震、

中央公民館の耐震、西小学校の跡地利用、南保育園の跡地利用、駅周辺整備事

情の債務負担などです。  

現在、町が出している財政シミュレーションは、平群駅前文化ホール建設と

最低限の維持補修経費のみを想定したもので、他の建設、大規模改修などの費

用を計上していません。いわば理想と希望のみを形にした仮想バーチャルの世
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界のお話であると考えます。そのままうのみにし政策を決定すれば、この現実

世界において平群町が財政破綻しかねません。懸念される現象を全て含んだ財

政シミュレーションを出した上で政策を議論すべきと考えますが、いかがでし

ょうか。  

大きく二つ目です。こども園の２歳児における募集定員の増加を。  

近年、全国的に就学前の保育への需要が高まっています。親の就労形態が時

代とともに変化してきており、共働き家庭が増加しているという現状がありま

す。特に都市部では待機児童が多く見られ、それが母親の就労に影響し、日本

全体の社会問題にもなっています。  

さらに、２歳児の待機問題が特に深刻であると考えます。これから述べる懸

念の前提として、保育士一人当たりの子どもの保育数を確認したいと思います。

ゼロ歳児が３人、一人につきですね、３人。１歳児が６人、２歳児が６人、３

歳児が２０人、４歳児が３０人、５歳児が３０人です。大抵、ゼロ歳児や１歳

児で園に預けている家庭では、その後も継続して預ける傾向にあります。ゼロ

歳児から１歳児に上がる時点では、保育士と児童との割合基準が、先ほど申し

上げましたように３人から６人と緩和されますが、１歳児から２歳児に上がる

ときには６人から６人と緩和されません。また、２歳児から３歳児に上がる時

点では６人から２０人に緩和されます。要するに、保育士の数を増員しない限

りは、２歳児の園児募集がほぼなしということになります。これでは新たに２

歳児から保育園やこども園に入りたい人がなかなか入れないという状況になっ

ています。  

また、働く母親の育児休暇取得後の仕事復帰の時期との関係もその流れに拍

車をかけています。子どもが生まれてから１年間は休業補償を受けられるため

安心して仕事を休めますが、１年を過ぎると収入が途絶えてしまいます。これ

を機に仕事復帰を決断する方が多いようです。ちょうど子どもが１歳児の途中

になります。  

そこで、この流れを見越した保護者が本来２歳児から預けたいのだが、待機

児童になる可能性が高いので前倒しで１歳児から預けるという現象が起こって

います。２歳児の時点では預けることができないだろうという不安から１歳児

の希望者がふえ、結果的に１歳児の時点で待機児童が生まれてしまうという逆

算の悪循環が起きてしまっています。  

この平群町においても、そのような考えのもとにゼロ歳児や１歳児の時点で

こども園に預ける保護者がいると聞きました。この悪循環を絶つためにも、２

歳児での定員を拡大し、子どもが待機になる不安を払拭すべきだと考えますが、

いかがでしょうか。  
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大きく３点目です。安全のまちづくり、ＬＥＤ電灯の増設と防犯カメラの設

置を。  

ここ数年、連日のように凶悪事件、連れ去られ事件などが新聞、テレビなど

で報道されています。残念なことに、この平群町においても多くの事件が発生

しています。つい先日にも、私の家の近所で空き巣事件がありました。犯人は

捕まっていません。少しでもより安全な街を住民の方に提供することが行政の

責務だと考えます。  

ＬＥＤ電灯の増設については、平成２６年９月議会の一般質問においても要

望しました。防犯カメラについては、私自身、以前から研究し、奈良県警察西

和署の方とも相談をしてきた経緯があります。さきの議会においても、多くの

議員の方からも一般質問されています。  

ＬＥＤ電灯の増設と防犯カメラの設置、この二つを同時に実現することで相

乗効果を生み出し、より安全な平群の街をつくれるのではないかと考えます。  

具体的な導入費用をいいますと、ＬＥＤ電灯の増設には電信柱に取りつける

場合は１灯当たり約１万４，０００円。鉄塔を新設して建てて増設する場合は、

プラス約５万円。防犯カメラはカメラ本体、メモリーカード、収納ボックス、

込み込みで１０万円。一昔前と比べ、１０分の１から２０分の１ほどの金額で

設置できるようになっています。  

日ごろはメモリーカードに自動的に記録して、一定期間後に自動的に消去さ

れる方法をとります。この方法で職員のデータ管理の手間を少なくできる上に、

コストも削減できます。記録情報が必要なときだけ収納ボックスを開けること

になります。警察などの公的機関から要請があったときのみ収納ボックスを開

け、データを取り出す。そうすることで、個人情報保護の観点からも問題が少

なくなると考えます。  

犯罪の抑止力という観点から、ぜひともＬＥＤ電灯の増設と防犯カメラの設

置、二つをセットで導入していただきたいが、いかがでしょうか。  

大きく４点目。無駄な会議は、コレだ！報酬審議会。  

ことしの９月議会において、無駄な会議、意義の薄い会議の廃止を訴えまし

た。しかしながら、行政側の視点では、そのような会議は存在しないという答

弁でした。公共交通会議の無駄も指摘したにもかかわらず、認められませんで

した。さらに町長の答弁の中で、無駄な会議があれば具体的に挙げてほしいと

言われました。そこで、現在、調査継続中でありますが、少なくとも現時点で

はっきりと無駄と言える会議があります。それは、報酬審議会です。  

ことしの８月末に行われた報酬審議会は、非公開、議事録なし、理由も根拠

もなし、単純に行政側の意向をそのまま受け入れたものともとれます。斑鳩町
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の審議会の答申とも真逆であり、時代背景や全国町村議会議長会の意向にも反

する答申を出しました。私の提案している委員構成メンバーの若返りに関して

もほど遠く、６０歳以下の現役世代が全くいません。多くが７５から８０歳で

す。  

さらに、この答申が民意であるという風評につながっており、私としては大

変遺憾です。民意を把握するのには、６０歳以下は必要ないともとれました。

また、町の方針の責任逃れに利用されているのではないかとも懸念されます。  

報酬審議会は解散、廃止すべきだと考えますが、いかがでしょうか。  

以上４点です。よろしくお願いします。  

○議  長  

政策推進課長。  

○政策推進課長  

それでは井戸議員の大きな１点目についてお答えを申し上げます。  

将来必要な設備投資など、全てを含んだ財政シミュレーションについてとい

うことでございます。これまでも財政シミュレーションにつきましては、財政

健全化の観点から何度か御質問を頂戴しておりました。その中で財政シミュレ

ーションの作成の効果と作成の意義については、大きくということで３点、御

説明申し上げたところでございます。一つが説明責任の観点から、もう一つは

大きな財政事業の把握の観点ということで、もう一つは今後の財政運営を見通

す観点ということで御答弁させていただいたところでございます。  

財政シミュレーションは、その前提条件によりまして実際値と大きな乖離が

出るのも事実でございます。それでも収支の見通しが歳入不足であったり支出

過多であったりとか、そういった大まかな方向性を把握し施策の決定のタイミ

ングを図るなど有効に活用をしているところでございます。  

議員が述べられました、全てを含んだ財政シミュレーションの作成について

は、行政側としましてももっともなことであるというふうに承知はしておると

ころでございます。当然、財政シミュレーションでございますので、策定時点

で想定し得る現実的な事項を網羅して見通しを立てるべきであり、その見通し

の上で政策等につきまして立案、議論、決定のプロセスを経て実施すべきであ

るというふうにも考えております。  

これまで同様に、やはり説明責任の観点というところで、時期ごとに財政シ

ミュレーションを作成し、公表しているところでございます。特に作成に当た

りましては、その時点で想定し得る事項を網羅し、より丁寧に、より現実的に

なるような財政シミュレーションの作成に努めてまいりますので、今後とも御

理解をいただけたらというふうに考えております。  
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以上です。  

○議  長  

井戸君。  

○３  番  

すごく前向きな答弁ありがとうございます。やっぱり私として感じたのが、

さきの全員協議会でも天理市の奈良モデルを使った清掃センターですね、広域

で清掃センターをつくるっていうことに関して、今後１０年以内にっていう町

長御自身がおっしゃられたと思うんですけども、今後１０年以内に清掃センタ

ーをどうしていくかっていうのを考えたいとおっしゃられてたので、やはりこ

れは少なくとも入れてほしかったなっていう思いがあったんです。  

それともう一つ、役場本庁舎は、もう皆さんも御存じですけれどもぼろぼろ

の状態ですし、耐震がなってないのはかなり厳しい問題であります。改修も厳

しい可能性があります。そういう意味で、この二つですね、それから行政から

説明ありました西小も当時で２億円かかるっていう話もありました。そういう

具体的にね、あくまでもシミュレーションですので、そういうきちっとって出

すのは難しいですけども、確実にある程度わかっているものはぜひとも入れて

いってほしいなと思っております。  

すごくいい答えいただいたので、もう答弁結構です。次、お願いします。  

○議  長  

２点目の答弁。教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

それでは、議員２項目めの、こども園の２歳児におけます募集定員の増加を

に関する御質問にお答えいたします。  

議員からの御質問にもありますように、社会経済情勢の変化とともに女性の

社会進出がふえ、共働き家庭が増加しています。園でも教育標準時間認定を受

けられていた園児が保育標準時間の認定へ変更したり、保育へのニーズが高い

傾向があります。また、育児休暇取得の関係から１歳児からの入園希望も多い

のも事実でございます。  

ゆめさとこども園の現状で申し上げますと、現在、１歳児３４名、２歳児２

４名が在園しておりまして、保育ニーズを充足した状況がございます。御質問

の２歳児の定員拡大をということですが、はなさとこども園の現状としまして

は、職員の配置基準や園施設の管理面から拡大は困難というふうに考えてます。

ただ、定員設定につきましては、はなさと、ゆめさと、この２園を公立こども

園として運営してますんで、この２園両園をトータルとして考えておりまして

決定の判断につきましては１歳児の進級児数、それから新たな進入園児の応募
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人数と、そこに途中入園が若干可能となるように余裕を持って定員を設定する

というふうな方針でおります。  

したがいましては、応諾義務ということがあるというふうな認識を持ってお

りますんで、待機児童が出ないように町民の入園希望に可能な限り応えて平群

町の保育教育を保障していけるよう務めていきたいというふうに考えています。  

○議  長  

井戸君。  

○３  番  

今の答弁ですとちょっと取り方が難しいんですけれども、配慮をしていただ

くということなんですけれども、実際どうなんでしょうね。次、でもこの２８

年度も募集が始まってるわけですけれども、待機児童なしでいけると予測され

てるんでしょうか。  

○議  長  

教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

新入園につきましては、２８年度分は、先月ですね、１１月１３日やったと

思いますけども、締め切って今取りまとめをしてますけども、２８年度の体制

づくりに向けた定員設定とか職員のスタッフの確保とかいうふうな作業に入っ

てます。この１２月２２日に両園集まって来年度体制について検討協議をする

予定ですけども、今現在入園の希望としていただいている町民の方につきまし

ては全て入園できるというふうな状況で、若干の余裕も持ってるというふうな

状況です。  

○議  長  

井戸君。  

○３  番  

全員入れるというのはすごいありがたい話で、途中入園はちょっと心配な部

分もあるんですけれども、まあ若干の余裕があるということで、本当にね、こ

れすごく、特に園が大きいものできていますので、目の前に大きいものができ

ているのに入れないというのがすごいショックが、保護者や住民の方にショッ

クがあるんです。入れなかったら埼玉や東京の都市部の問題点と全く同じ、本

人にしては、入れなかった本人にしてはすごく、同じレベルで福祉がないのと

同じですので、ぜひともこの子育て世代に対する呼び込みの人口政策の基本と

もなってきます。ですから、本当この根幹にかかわることなので、ぜひとも今

後も大きな幅でとっていけるようによろしくお願いします。  

この件は、結構です。  
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○議  長  

３点目の答弁に入ります。住民生活課長。  

○住民生活課長  

それでは、議員御質問の３項目めの安心のまちづくり、ＬＥＤ電灯の増設と

防犯カメラの設置をについてお答えいたします。  

犯罪者を生み出さない、寄せつけない防犯環境の構築と、ＬＥＤ電灯の増設

と防犯カメラの設置は有効な手段と考えております。  

防犯カメラの設置につきましては、さきの議会でも質問をいただいておりま

す。新年度予算の中で、県補助金も要求する中で設置できるよう努力してまい

りたいと考えております。また、自動販売機管理会社との連携により、飲料自

販機から得られる収益と飲料メーカーからの協賛により、地域社会の安心・安

全を下支えする共助型の社会インフラサービスの整備を推進する社会貢献事業

において、防犯カメラを設置する事業モデルを検討中であります。  

防犯灯につきましては、現在ＬＥＤ灯への切りかえを推進し、自治会管理分

につきましては防犯灯設置事業補助金にて対応しており、県管理分につきまし

ては地域からの要望を精査する中で必要に応じて増設対応しているところで、

今後も夜間の安全確保に向け対応してまいります。  

議員お述べのセット導入につきまして、防犯カメラ設置時に考慮事項として

いきたいと考えておりますので、御理解のほどよろしくお願い申し上げます。  

○議  長  

井戸君。  

○３  番  

すごい前向きなと捉えてよろしいのか、答弁でありがたい部分はあるですけ

れども、県補助金が採択見込みはどの程度なんでしょうか。県がね、補助金、

それが１点と、県補助金がない場合、単費でもできるとは思うんですけれども、

その辺はいかがでしょうか。  

○議  長  

住民生活課長。  

○住民生活課長  

採択見込みということですけども、この事業につきましては一定、今年度で

終了するというふうに聞いておりますけども、今の状況とかを鑑みまして、県

もまた来年度以降もするんではないかというふうに聞いております。せやから、

かなり採択の可能性は高いかなというふうに思っております。  

もしもの話でこれがなければということなんですけども、この点は私どもの

姿勢としては現在のところ、もう当然採択になるだろうという姿勢でいきたい
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というふうに考えております。その点につきましては、またそういうふうにな

ってしまったときに考えていきたいというふうに考えております。  

○議  長  

井戸君。  

○３  番  

わかりました。あのね、すごい、まあ御存じだと思いますが、平群はやはり

暗い。どうしても店も少ないので暗いという部分がありますし、人がよく通る

ところは本当にもう倍増してもいいぐらい暗いと思います。欧米、アメリカで

も、世界的にもそうですけども、暗いところでは犯罪が起きるので暗いところ

にはもうそもそも行かないっていうぐらい、治安が悪化すれば日本も少しずつ

悪くなってきてますが、暗いイコールやはり犯罪が多いっていうのが常識とな

ってます。ですから、ＬＥＤ電灯増設、特にね、自治会管轄も、自治会に関し

ては、自治会に決定権というのはなかなか難しいと思うんですね、独自性を生

み出すのは。ですから、自治会に対しても補助率をアップして増設の機会をう

かがうとか、例えばもう増設に関しては町の管轄にしてしまうとか、犯人は別

に自治会管轄の電灯の下だからっていって犯罪を犯さないわけではないので、

もう要は暗いところっていうことになってきます。なかなか自治会の決定って

難しいと思うんですね、自治会によっては。ですから、やはりこれは町が積極

的に本当、働きかけていってほしいと思います。  

防犯カメラについては、既に先進地域っていいますか、八尾市等も取り入れ

ていますし、警察の方の話でもやはりあれば助かると。公式な発表じゃないに

してもやはり犯人逮捕には捕まりやすいということで、必要性っていうことは

十分皆さん感じられてると思います。ぜひとも本当にもう前向きに進めていっ

ていただきたいと思います。  

この件は、これで結構です。  

○議  長  

続きまして、４点目。総務防災課長。  

○都市建設課長  

それでは、４点目の無駄な会議は、コレだ！報酬審議会について御答弁を申

し上げます。  

まず、平群町特別職報酬等審議会は、地方自治法第１３８条の４第３項に基

づき、これは附属機関として設置をしております。この報酬審議会は、平群町

特別職報酬等審議会条例において、町長の諮問に応じ、特別職の職員の報酬の

額について審議するために設置しているものでございまして、これについては

議会議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条
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例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議

会の意見を聞くものというふうに報酬審議会条例で定められておりますので、

これに基づきまして審議会を開催し、いわゆる意見を聞いたものでございます

ので、そういう意味で御理解いただきますようよろしくお願いいたします。  

○議  長  

井戸君。  

○３  番  

ちょっとね、私の質問と答えが違うように思うんですけども、要らないとい

うことで言ってるんです。条例改正すれば済むことですので、条例に基づいて

って、これ法定だったらこんなこと言いませんけれども、条例なのであくまで

もっていうのがあります。  

ただ、今回ちょっと前提としてお聞きしたいんですけども、今回の審議で最

もよくわからないのが数字の出し方にしてもそうなんですけれども、そもそも

１５や２０や出してきた一番最初に数字を出してきたのは事務局なのでしょう

か、まあ行政側ですね、行政側が出されたのか、急にぽんと委員の方がそうい

うあらゆる考えを持って出されたのか、それはどちらなんでしょうか。  

○議  長  

まあ、町長の諮問機関ということですわな。はい、総務防災課長。  

○総務防災課長  

これは報酬審議会の委員さんの総体的な、いわゆるまとめの意見でございま

すので、個々にはそれはいろいろあったかもわかりませんが、報酬審議会の委

員の中での決定事項と、審議回答ということで御理解いただきたいと思います。  

○議  長  

井戸君。  

○３  番  

ちょっとまあおかしい点があり過ぎてですね、ちょっともう困るんですけれ

ども、審議の内容も全て非公開でされてまして、私からすれば一体何がどうな

ってるかさっぱりわからない。前回も言いましたけども。  

いや、今回心配だったのはっていうか今までがそうなんですけれども、１０

年以上前の町長の報酬を決めるにも当たっても報酬審議会が開催されたと思う

んですけども、結局のところ町長の提案された４０％っていうのが、カットを

それがいいとは思わないがということで前提を置きながらも結局認めてらっし

ゃると。普通に考えたら４０％カットなんてもうあり得ない数字だと思うんで

すね。町長も頑張っておられるんですけれども、普通に審議、本当に審議した

ら４０％カットが妥当かどうかなんてちょっとかなり審議が必要だと思うんで
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す。それについても、結局認めてらっしゃると。ですから、委員がどうってい

うよりも、やり方、制度のなり方として、もうほとんど形骸化してるんじゃな

いかと思うんですね。結局、行政側が提案すれば、それをもうイエスとしか言

いようがないと、そういうふうになってしまえば、やってる意味がなくなるん

ですね。まあまあこれはあくまでも予想の範囲内なので、実際僕も中身は全然

わからないのでこういう言い方していますけれども。ですから、今回も今、私

が質問したのもひょっとしたら１５％程度が望ましいんじゃないかって行政側

がもし言うてたらそのまま決まってるという可能性があったので、質問をさせ

てもらいました。  

私としては、やっぱりそのね、今回のメンバーの方を見てみますと、本当ね、

優しいいい方ばかりで行政の提案が言われたら、もうそれ、７０から８０の方

ですよね。それ、行政がこうだって言われたら、まずそれは違います、こうで

すって言いづらいと思うんですよね、実際、そういう場ですし。だから、どう

考えても私としては、責任を押しつけてるんじゃないかと、行政側が。どうし

てもこうしたいから呼んで審議してもらってますけどっていうね、すごく悲し

い部分があるんですね。  

今回も重要なことかもしれないですけど、その件は結構ですけれども、先ほ

ども出ましたけども、条例では報酬審議会はそういう議員とか町長の報酬に関

しては決めるときにはっていうことだったんですけども、今回、本議会におい

ても特別職、非常勤特別職のカットも可決したわけですけども、その件につい

ては実際パーセンテージ、カット率も変えてますよね。それについても、本当

に必要性があって聞くなら報酬審議会を立ち上げてすると思うんですね。だか

ら、そこが報酬審議会の重きの置き方も、行政側もそんなに重きを置いてない

のかなと私としては感じます。  

そこで、この件はどうしても今の話では廃止できないっていう形でおっしゃ

られてるので、例えば全体の話になるんですけども、この委員会、審議会全体

の話としてメンバー編成についてもやっぱり年配の方が中心になっておられま

す。若い人がほとんど見られない委員会とかもあるんですけども、こういう若

い世代の割合をふやしたりですとか、メンバー数を減らすとかそういうリスト

ラ策は町の考えではどういうお考えでしょうか。あるなら教えてください。  

○議  長  

総務防災課長。  

○総務防災課長  

再々質問にお答えをいたします。  

審議会の委員については、これは町長が任命するというふうに定められてお
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りますので、そこはやっぱり遵守していく必要があるのかなと思ってますので、

それを議員の組織の中をどうとかというところは差し控えさせてもらいたいと

いうふうに思います。  

○議  長  

井戸君。  

○３  番  

ちょっと差し控えるって、今担当課が、町長ここにいらっしゃるのに、町長

が決めることなので差し控えるってちょっとおかしいことだと思うんですけど

も。ということは、若い世代はもう割合をふやす気はないという答えでよろし

いんでしょうか。  

○議  長  

町長。  

○町  長  

町内に御在住のそれぞれの分野で御活躍されておられる、またそういう方を

中心にそれぞれの分野の代表という形で出ていただいてるということでござい

まして、ですから決して若い方を排除しているということではございませんの

で、今後の委員の選任におきましては議員がおっしゃったようなことも配慮し

ながら決めさせていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。  

○議  長  

井戸君。  

○３  番  

今、町長からそういう前向きな答え出ましたので、ぜひとも選任の際は若い

人も入れるような形で、確かにそれなりの代表の地位についておられる方はど

うしても年配の方になってしまいがちなんですけども、そこをぜひとも配慮、

考えていただいて若い人の意見も聞けるようによろしくお願いします。  

もう答弁結構で、私の一般質問はこれで終わります。  

○議  長  

それでは、井戸君の一般質問をこれで終わります。  

３時まで休憩をいたします。  

（ブー）  

休    憩  （午後  ２時４３分）  

 

再    開  （午後  ３時００分）  

 

○議  長  
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それでは、休憩前に引き続き再開をいたします。  

（ブー）  

○議  長  

発言番号６番、議席番号４番、森田君の質問を許可いたします。森田君。  

○４  番  

ただいま議長の許可をいただきましたので、通告どおり質問いたします。本

日最後の一般質問です。時間たっぷりありますのできっちり議論してまいりた

いと思います。よろしくお願いいたします。  

まず最初は、町から自治会への委託業務の見直しについてであります。  

平群町に限らず、自治体広報紙の配布、回覧板の回覧などの地域にかかわる

本来自治会が担うべき多くの業務をほぼ無償で地域、すなわち自治会にお願い

しておる状況でございます。その結果、ある意味、地域内の連携が図られ、地

域コミュニティー形成など一定の成果を上げてまいりました。  

しかし、住民の高齢化に伴い、自治体や自治会などの行事や催事に参加でき

なくなったり、自治会の役員になると負担が大きいことから自治会役員になる

ことを嫌い、自治会を脱退する事象が発生しております。また、若い世帯でも

共稼ぎが当たり前の時代になっておりまして、同様の問題が出ていると聞いて

おります。この事象を放置すると地域内の連携、地域コミュニティーが崩壊す

る危機に直面してると言わざるを得ません。町内の自治会でも同様の問題があ

ると聞いております。本当に憂慮する困った事態になっております。  

このように自治会の構成員が少なくなりますと、自治会の活動そのものに支

障が出るだけでなく、組織そのものの存続が危惧されるわけあります。本来、

町が担うべき業務を自治会にお願いしている、委託している業務の影響が出る

恐れが十分考えられます。  

そこで１点は、町内の自治会の現状についてお尋ねいたします。１番目は、

自治会の加入率は何％になっているんでしょうか。２番目は、本来町がやるべ

き業務を自治会にお願いしているもの、委託しているものはどんなものがある

のでしょうか。  

２点目は、町から自治会へお願いしております委託業務について見直す考え

はありませんでしょうか。  

なお、我が国の自治会組織は、戦前の戦時体制の銃後を守る国民生活の基盤

の一つとした官主導の隣保組織から派生してることで、戦後ＧＨＱによって隣

組組織は解散された経緯がありましたが、その後、新しく自治会組織として復

活、生まれ変わり、地域活動、地域コミュニティーの源泉となっております。

このように日本の自治会組織はコミュニティー形成に優れておることがわかり、
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諸外国でも日本の優れた自治会組織を導入する動きがあると聞いております。  

次に、職員などのストレス対策についてであります。  

厚生労働省は、２０１１年に地域医療の基本方針となる医療計画に盛り組む

べき疾病として指定していましたがん、脳卒中、心筋梗塞、糖尿病の４大疾病

に、新たに精神疾患を加えて５大疾病とすることが決まりました。最近、職場

でのうつ病や高齢化に伴う認知症の患者数が年々増加し、国民に広くかかわる

疾病として重点的な対策は必要と判断したようであります。  

というのも２００８年、厚労省が実施しました患者調査によりますと、精神

疾患の患者数は３２３万人、４大疾病で最も患者数が多い糖尿病の２３７万人

を大きく上回っております。がんの１５２万人の２倍に上ることが明らかにな

りました。また、年間３万人に上る自殺者の約９割が何らかの精神疾患にかか

った可能性があるという研究結果もあり、患者の早期治療、地域の病院、診療

所との連携が求められております。また、職場でのストレス対策が必要で急務

となってまいりました。  

町職員も業務の複雑化、高度化になっており、仕事のことや職員同士、上司、

住民、議員との人間関係などでストレスやセクハラ、パワハラによる精神疾患

になりますと町の損失ははかり知れず、また、職員本人や御家族も不幸に陥る

わけであります。  

町では、数年前より職員のストレス対策として、産業医２名が職員から相談

を受け、対策を講じていただいてまいりました。しかし、平成２６年６月、労

働安全衛生法が改正され、この１２月１日よりストレスチェックと面接指導の

実施が義務づけられました。それによりますと、定期的に労働者のストレス状

況について検査を行い、検査結果を本人に通知し、みずからのストレスについ

て気づきを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを軽減させるとともに、

検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取り組みが義務づけら

れました。町として、職員のストレス対策を新たな取り組みについてどのよう

にお考えでしょうか。  

最後は、近大農学部との耕作放棄地対策は町にメリットがあるのかについて

お尋ねします。  

近大農学部と平群町は、下垣内で耕作放棄地対策の一環というのですか、近

大と町が共同実習農場を設置してサツマイモ、野菜などの栽培を数年前から行

っていますが、果たして耕作放棄地対策、共同実習農場は町にとって本当にメ

リットがあるのかお尋ねします。  

といいますのも、近大農学部の入学者用資料、アグリビジネスマイスターの

関連実習の様子の中で、平群町の耕作放棄地を再生した圃場を中心に、学生た
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ちがみずから生産計画を立て、栽培・収穫・加工・販売などの一連の作業を経

験します。ＰＤＣＡ、プラン・ドゥー・チェック・アクションのマネジメント

サイクルを意識しながら継続改善に取り組みますとなっています。この内容で

は、私には町のメリットを感じないのです。圃場の場所は、近鉄生駒駅から王

寺に向かう電車に乗りますと看板が出ていますので、近大と町が何かやってる

ということはわかると思いますが、しかし、何をやってるのか、近大と町が何

をやってるのか、目的は何なのか見えてきません。  

以上、３点が私の一般質問です。完結で明瞭な真摯な答弁をお願いいたしま

す。  

○議  長  

政策推進課長。  

○政策推進課長  

それでは、森田議員の１点目の御質問でございます。町から自治会への委託

業務の見直しにつきまして、お答え申し上げます。  

第５次総合計画におきまして、地域コミュニティー活動の推進を重点施策と

位置づけており、町民の皆様に一番近いコミュニティー組織であります自治会

の活動は、地域コミュニティーの醸成の核となるものであり、これからのまち

づくりには必要不可欠なものでございます。それぞれの自治会での日々の活動

には心より敬意を表しておるところでございます。  

まず、お尋ねの自治会への加入率でございますが、平成２６年度の実績でご

ざいますが、町内の自治会の加入世帯数が６，９９７世帯でございます。住民

基本台帳による、現在平群町の世帯数が７，８２６世帯ということになってお

りますので、あくまでも住民基本台帳ベースでの加入率ということで８９．

４％となってございます。  

また、町から自治会への業務委託ということでございますが、町との契約に

基づくものや町からの依頼により一定の役務を御提供いただいているものござ

います。あくまで主なものということでございますが、議員御質問の中で述べ

られました町広報紙や県民だよりなどの配布等の作業、またそれぞれ地域内の

幹線道路の草刈り、またハイキング道の草刈りなどがございます。あわせて、

環境への取り組みということで、毎年２回開催をしております環境愛護デーへ

の協力などいただいておるところでございます。  

次に、町から自治会への委託業務の見直しについてでございます。現時点で

契約に基づく業務以外は、基本的には行政からの依頼によるものでございます。

それぞれの大字・自治会に本当に御協力を賜っておるようなところでございま

す。業務の見直しにつきましては、それぞれの大字や自治会により事情も異な
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ることから、個々の業務ごとに申し出のあった大字や自治会の現状や意向とい

うのをしっかりとお聞きした上で対応をしてまいりたいというふうに考えてお

ります。  

以上です。  

○議  長  

森田君。  

○４  番  

ありがとうございます。それでは順次、質問させていただきます。  

先ほど申し上げましたが、自治会の抱える問題、課題につきましては、いつ

だったかＮＨＫテレビで取り上げておりまして、テレビをごらんになっている

方は御存じだと思いますが、また、１１月２５日の住民説明会においても住民

の方から高齢化に伴う役員の負担が大きいので町民体育大会がやめられないか

との要請もお聞きしたわけでございます。  

自治会の運営は会則といいますか、規約によって運営されてるわけですが、

規約の大まかなことは会員の相互の親睦とか、福祉の増進とかですね、区域内

の良好な居住環境を保全のために務めを果たすとか、そのようなことは大体書

かれてるのが通例じゃないかなと思うんですね。先ほど御答弁いただきました

加入率は、８９．４％、先般の先ほど言いましたＮＨＫのテレビでは、東京で

は５０％台、大阪では６０％だったと記憶しておりますが、これの加入率、１

０％強ですね、加入が少ないわけなんです。その加入が少ない要因はおわかり

になればお答えいただけませんでしょうか。  

それと、先ほどるるですね、町広報紙、県民だよりとか、草刈りとかですね、

環境愛護デーの実施とかですね、環境愛護デーも一部地域では年２回のところ

を１回しかやってないところもあるというふうに私は聞いておりますしですね、

これは本来、先ほど井戸議員から街灯の話がありましたね。街灯というのは、

住民の生活を、住民を安全に守るための一つのものだというふうに思うんです

よね。これ、先ほど１０％の人が自治会費を払ろてないということは電気代を

負担してないということだと思うんですね、１０％の人が。また、ＬＥＤ灯に

かえたときの費用も負担してない、その辺のところは町としてどのようにお考

えになっているのか。もっとですね、私は高齢化が進んで自治会の役員になる

と本当に体力的にもしんどいですね。私ども住んでる春日丘でも回覧板を回す

にしても３メーターほどの階段を上がるのも苦痛だと言われてる方があるわけ

ですから、やはり私は町として本来町がやるべき業務を見直すべきじゃないか

と。あわせてお金のこともあるわけですけども、それと町が主催する、もしく

は協賛してる行事、催事もあわせてですね、この際、見直すべきじゃないかと
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思うんですけども、その辺のこと御答弁いただけませんでしょうか。  

○議  長  

政策推進課長。  

○政策推進課長  

再質問にお答えをさせていただきます。  

自治会のあり方につきましては、議員いろいろ御憂慮されてるように私ども

も、御質問にございましたが、各自治会の高齢化というのが現実問題としてご

ざいますので、一定その中で各自治会のほうが日々の活動をやっていただいて

いるということにつきましては本当に御苦労をかけておる、また本当にありが

たいことやというふうに感謝を申し上げるところでございます。  

自治会の加入率の部分でございますが、今住基ベースでっていう前置きをさ

せていただきまして８９．４％というふうにお答えを申し上げました。この数

字の中でも約１０％ぐらい入っておられない方がいらっしゃるということでご

ざいます。基本的な部分といたしまして、自治会という組織はあくまでも任意

団体ということでございますので、加入されるされないにつきましては、個々

の個人の方の御判断に委ねるところが非常に大きいというふうに考えておりま

す。町といたしましては、基本的にやはり先ほどの答弁でも申し上げましたよ

うに、地域の一番コミュニティーの醸成をする一番近い組織であるということ

ですので、なるべく多くの方が自治会に加入をいただくというのは非常にあり

がたいことやと思うんですけども、昨今いろんな御事情もあられるやいうこと

も含めて、現状の加入率になってるのではないかなというふうに考えておりま

す。  

ただ、若干注釈を入れさせていただきましたら、今、私、住基人口というふ

うにお答え申し上げました。ちょっとこれは全体的な部分のことでございます

が、国勢調査、たまたま今年度うち担当させていただいておりましたので、国

調による世帯数と住基人口に相応の乖離っていうのがございまして、仮に住基

人口で試算をしましたらもう少し加入率のほうが上がるというようなこと、現

状でございますので。ちなみにですが、２２年度の国勢調査の数字で申し上げ

ましたら、世帯数、国調上の世帯数が７，０９０世帯というふうになっており

ました。それで２２年度の自治会の加入率を試算いたしましたら９８％ぐらい

の試算ということもございますので、ちょっとその辺どちらの数字が正しいん

だということもございますが、そういった試算の仕方によって若干数字が違う

というようなこともございますので、ちょっとあわせてこれは御報告というこ

とでさせていただきます。  

次に、事業それぞれの見直しの部分でございますが、当然、これも先ほど申
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し上げましたように、委託による部分につきまして、それ以外のものについて

は、あくまでは行政のほうから自治会に対してのお願いという基本的なスタン

スでございます。それぞれ自治会の御都合なり現状というのがあるかと思いま

す。決してそれぞれ行政のほうからお願いしてるものについて強制をするもの

ではございませんので、そこは各それぞれの自治会の中でできることできない

ことっていうのがあろうかと思いますので、そこは丁寧に自治会の御意見を聞

きながら個別な対応はしていきたいというふうに考えております。  

○議  長  

森田君。  

○４  番  

街灯についてですね、本当にこれ真剣に考えていただかないとですね、地域

内の、自治会の中で問題が起こるわけですから、自治会に任せておっても解決

しない問題だと思うんですよね。街灯の電気代を払ろてない自治会員に対して

どうするのかと。街灯の設置を払ってない、負担金を払ってない会員をどうす

るのか。ＮＨＫのテレビでしたら、あるところは街灯を外したとかいうところ

もあったように報道をされておりました。まあ極論でしょうけども。これは住

民のコミュニティーが崩壊するんじゃないですか、逆に言えば、放置するとで

すね。私はそのように危惧しているんですよね。今、課長が言ってることは、

本来町がやるべきことも当たり前と職員が思っておられるんじゃないかと。当

たり前に広報紙を配ってくれる。お隣の斑鳩町では、広報紙の配布はシルバー

人材センターでやってるというふうに聞いております。シルバー人材センター

ですね。  

だから、そういうことが今、自治会加入率が国調にやれば下がるというんで

すけども、平群町の知らせたい情報を加入してない人は役場まで広報紙をとり

に来てくれ言うてるわけですね、ですね、それは。ほんで、ほかの伝達もある

んじゃないですか。そういう人たちには回覧回らないわけじゃないですか。町

の意向とか、意識が、町はこんなことを考えてこういう町をしようということ

も伝わらないわけじゃないですか。その辺のことについて、もう一度御答弁い

ただけませんでしょうか。  

まあ、８年前ですね、私が議員になったときに、ある議員が自治会への補助

金を減らせとかいうようにあったと思うんですけどね、私はもうお金の問題じ

ゃないと思うんですよね。やはり仕組みを変えていかないといけないというふ

うに思うんですね。その辺の先ほど言いました町主催、町が後援してる事業も

含めて、催事も含めて見直しすべきだというふうに思うんですけど、その辺の

ところいかがでしょうか。  
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○議  長  

政策推進課長。  

○政策推進課長  

再質問にお答えをさせていただきます。  

自治会の今、抱えておられる問題ということで御質問を賜ったところでござ

います。一例で、広報紙の配布ということでお述べいただいたところでござい

ます。決して我々、私、自治会担当の担当課長でございますので、決して職員

が自治会にこういうことをお願いするのが当たり前やというふうには決して思

っておりません。そこは本当に各自治会の皆様方の御努力によりまして、広報

紙が少なくとも自治会の会員様のお手元に届くというふうな仕組みをつくって

いただいておるということについては、本当に感謝を申し上げているところで

ございます。お金の問題ではございませんので、それに対しての費用云々とい

うのはちょっとここでは申し上げることではございませんのですが、そういう

ことでまず、業務が当たり前ではないということは十分承知しておるところで

ございます。  

あと、今の部分で、自治会に入っておられない方への伝達っていうところで

ございます。基本的に、そういう方についてはなかなか広報紙がお手元のほう

に行かないという現状がございます。いろんな情報の入手手段というのがある

かなと思いますが、よくいいますのがインターネットやというふうなホームペ

ージやというふうなことも申し上げますが、それでも今そういう環境におられ

ない方っていうのもいらっしゃると思いますんで、なるべくうちのほうも町の

情報を伝えるべき広報紙でございますので、自治会に加入をされていない方の

ほうから申し出等をいただきましたら、例えば個別におうちのほうにお送りを

させていただくとか、実際には一定の実費弁償程度のものはいただいておりま

すが、そういうふうなサービスも含めてやっておるようなところでございます。  

そういうことで、今申し上げましたような自治会へのさまざまな対応という

ことでさせていただいておるところでございますので、よろしくお願いをいた

します。  

○議  長  

森田君。  

○４  番  

一つ御答弁いただいてないんですけどね、街灯の問題ですね。  

これは今個別の、広報紙は個別の配布して伝達してるんですけど、広報紙以

外の伝達があるんじゃないですか、町からの。伝達する必要なものが。例えば

何々をしたいとかあるんじゃないですか。その辺のことは広報紙だけじゃなく
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て、町から明確なものを示すものがあるんじゃないかと。その辺のことを再度

御答弁いただきたいということと、やはり今、井戸議員からありましたような

街灯の問題。幹線道路は県なり町がやってですね、自治会の中は自治会の負担

でやる。電気代も自治会が応分の負担をするというのも逆に言えば住民の生活、

安全を守るという観点からすれば少しおかしいような気もするんですけども、

今までの経緯とかいうのは重々知っておるんですけども、ちょっとその町から

の伝達についてですね、広報紙以外のことはどう考えておられるのか。  

それで、街灯についてはもう一度、これは地域コミュニティーが崩壊する可

能性が私、大だと思うんですね。それについて御答弁ください。  

○議  長  

政策推進課長。  

○政策推進課長  

再質問にお答えをさせていただきます。  

まず、広報紙以外の配布物というところでございますが、もちろん広報紙以

外に同送させていただいているもので申し上げましたら、例えば県民だよりで

ありますとか、もっと言いましたら議会だよりなんかも同送に自治会のほうに

配布をさせていただいております。ただ、そういうものを含めて公共施設に置

かせていただいたりとか、今申し上げました戸別配布でお送りをさせていただ

いている方についてはそういうものを一切同封をさせていただいてお送りをさ

せていただいておりますので、どの程度情報の伝達が十分なのかということも

あろうかと思いますが、少なからずそれぞれ自治会さんのほうにお配りさせて

いただいているものについては、仮にですけども、そういうふうな郵送を希望

される方については同様の情報なり同様の配布物が行っておるということでご

ざいます。  

あと、街灯の部分につきましては、当然今おっしゃられましたように町で設

置をしたもの、また自治会で設置をされたものがございます。それぞれ自治会

で設置をされたものについては一定自治会内における防犯であったりとか、そ

ういったもののために供するものでございますので、一定の御負担っていうの

も自治会のほうに求めているわけでございます。基本的には、自治会から依頼

なり自治会が要望によって建てたものということでございますので、それをな

かなか会員さん以外の方が入られないということで電気代やというふうな議論

になると、なかなかこれは町が、町行政のほうでどうやこうやという議論にも

少しなりがたいのかなと。まあ一定、そこは自治会のほうでそういうふうな非

会員の方がいらっしゃったら、そういう方に対しての入会勧奨も含めて、そう

いった今述べられたような電気一つとっても自治会に入ることによって恩恵を
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受けておられるというふうな方もいらっしゃいますので、そういうふうなこと

も自治会の中で御検討をいただけたらなというふうには思っておるところでご

ざいます。  

○議  長  

森田君。  

○４  番  

まあまあ、わかったようなわからないような答弁でですね、私は本当に町か

らの伝達事項が必ず住民に届いてるのか、私はいささか疑問を感じます。これ

はですね、非常に問題じゃないかなと思うんですね。住民に対して、そのため

に税金を払ってるわけじゃないですか。自治会に依頼しているのは、甘えじゃ

ないですか、ある意味。私は今までの業務を否定しているわけじゃないですよ。

あくまでもこういうことを否定しているわけじゃないんだけども、やはりそう

いうこともきっちり伝達する手段を考えないと、大阪や東京のように加入率が

５０なり６０になりますと本当に大変なことになりますよということを申し上

げてるわけですね。  

それと、町主催の催し物、催事についても、やはり高齢化になってきますと

負担が大きい。共稼ぎ世帯になってくると、今、昔と違って女性の方も男性も

夜遅くまで働くような状況になってます。大阪で８時まで勤めてもこちらへ帰

ってくるのは９時回るわけなんですよ。だから、そういうことから考えてです

ね、今、町が自治会にお願いしているような業務ですね、あわせて町の行事、

催し物、この際、自治連合会を含めてやはり検討していただく、関係先と検討

していただくことをお願いしておきます。これは、この問題これで結構ですが、

次お願いいたします。  

○議  長  

２点目に移ります。総務防災課長。  

○総務防災課長  

それでは大きな２点目、町職員等のストレス対策はというとこで御答弁申し

上げます。  

職員が心身の健康を保持、推進することが職員とその家族の幸せを確保し、

町行政に円滑に推進する上で極めて重要であると、その上で認識に立ち、管理

監督者、職員、産業医及び産業保健スタッフ等のそれぞれが職員の心の健康づ

くりについて果たすべき役割を明確にするとともに、基本的な事項を適切かつ

効果的に実施するための総合的な計画として、平成１９年１０月に職員の心の

健康づくり計画を策定して実施しております。  

労働安全衛生法の一部改正によりまして、医師、保健師による心理的な負担
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の程度を把握するための検査、以下、ストレスチェックというふうに申します

が、を実施することなどを事業者の義務、これは５０人未満の事業者、当分の

間は努力義務というふうになってございますが、義務とする新たな制度が導入

され本年１２月より施行されました。本町では、ストレスチェックはメンタル

不調になることを未然に防ぐ一次予防として職員の心の健康づくり計画に位置

づけを実施します。１２月施行により１年以内の実施ですので、職員の定期健

康診断と同時期である来年６月から８月より実施を予定しているところであり

ます。実施に当たっては産業医及び奈良県市町村の職員共済組合が提携する特

定非営利活動法人大学院連合メンタルヘルスセンターというところでございま

すが、そこと共同実施者とする予定にしております。ストレスチェックは、Ｗ

ｅｂストレスチェックシステムに個人が入力する方法と、紙ベースのストレス

チェック調査票を記載する方法をとっていきたいというふうに思っています。  

職員にはストレスチェックの実施義務はなく、またストレスチェックの結果

に応じて高ストレス者には医師による面接を勧めますが、本人の申し出により

実施となります。本制度を効果的なものにするために、制度の趣旨を正しく理

解し、対象である全ての職員がストレスチェックを受験することや、面接指導

を受ける必要があると判断された職員はできるだけ申し出をして医師の面接を

受けるように進めることで、メンタルヘルス不調を防ぎ働きやすい環境づくり

に努めていきたいと考えております。  

以上、答弁とさせていただきます。  

○議  長  

森田君。  

○４  番  

ありがとうございます。再度質問をさせていただきますが、ストレスチェッ

クの重要性は課長からありましたように、重要性は認識されてると。具体的に

お尋ねしたいんですけども、今、失礼な言い方かもわかりませんが、精神疾患

で休職になられてる方は何名いらっしゃるのか。また、１年間ぐらいでそうい

う産業医に相談された方は何名いらっしゃるのでしょうか。その辺のことわか

ればお答えください。  

それと、もう一つ大事なことは、こういうことはやはり個人情報にかかわる

ことじゃないかと思うんですね、プライバシーの。その辺の来年６月から８月

に実施ということなんですけども、その辺の対応策がわかればどのようなこと

を考えてやっていくのと、オープンなことじゃだめだと思うんですよね、大体

こういうものは。個人情報が漏れると困ることでありますし、本人もそうです

し、御家族も迷惑するわけですから、その辺の対応策をお尋ねいたします。  



 

－154－ 

○議  長  

総務防災課長。  

○総務防災課長  

再質問の現在、精神疾患等で休職、長期休職を余儀なくされている職員とい

うのは２名でおられます。それから産業医にかかわった職員ということでござ

いますが、産業医にかかわるところは、やはりその職場に復帰するときに産業

医の意見を聞いたり、町が指定しております産業医が診断っていうんですか、

職場復帰も含めて最終的なチェックのところで産業医に来ていただいて本人と

面談をしていただいてるというのが現状でありますので、そういったところで

産業医にかかわった職員というところは、そういう意味では産業医の役割とい

うのはそういうことでということでお願いしたいというふうに思います。  

それから、このストレスチェックにつきましては、試行的に今回実施しまし

た。Ｗｅｂでストレスチェックをして、その中でプライバシーのところでは私

たちも誰がどういうふうにどういうことになってるかいうことは、いわゆる、

お聞きすることはできませんが、職場単位でＷｅｂ検査、Ｗｅｂストレスチェ

ックをしますので、ここの職場がどういうことでいろいろと問題というんです

か、ストレスで抱えている問題があるのかというところも含めてそのＷｅｂチ

ェックでわかるわけでございますから、そこらを私たちのほうに情報として、

いわゆる委託してる特定非営利活動法人の大学院連合メンタルヘルスセンター

いうのは医師もおりますので、そこでのストレスチェックの評価というんです

か、そこらが私たちのほうに最終、回ってきましてですね、その中で本人が医

師に面談、医師に要はかかりたいということがあれば、そこは本人の希望によ

って医師のほうにかかっていただくというようなシステムになっておりますの

で、プライバシーとかについては我々のほうでは、いわゆるプライバシーの点

では把握するっていうんですか、きっちりと守られてるというふうに思ってお

りますので、よろしくお願いします。  

○議  長  

森田君。  

○４  番  

再度お尋ねします。今、産業医には職場に復帰するときに可能かどうかとい

うチェックをお願いしてるいうんですね。このストレス対策というのは、なら

ないためにどうするか、入り口の部分が一番大事だというふうに思うんですよ

ね、入り口の部分が。なってからしたら遅いんですよね、こういうものは。な

らないために、ストレスをためないためにどういうことをしようじゃないか、

しなければいけないかということだと思うんですね。  
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法律によれば、検査結果を集団的に分析すべきだというふうに書かれてるん

ですね、集団的に。かかりつけ医師に任せとったら個々の問題分析できないじ

ゃないですか、組織として。その辺のことをお答えいただきたいということと、

町には５０人以上という団体というんですかね、地域振興センター５０人おる

かどうか知りませんが、社会福祉協議会ですか、臨時職員も入れて５０人以上

というふうに、この法律は適用は５０人以上と聞いていますが、その辺のとこ

ろは５０人未満になっておるんでしょうか。それと、５０人未満でも努力目標

ということですので、その辺のことを町としてどのようにお考えになっている

のか。  

○議  長  

総務防災課長。  

○総務防災課長  

まず、産業医の役割というかそこの確認でございますが、基本的には休職を

させるかどうかの判断を産業医にはお願いしてるというところもございます。  

それから、もう一点は、産業医の方についてもそういうことで、先ほども私、

申し上げましたようにこの法律、労働安全衛生法の改正による、一部改正によ

るこのストレスチェックでございますが、基本的には町ではもう現在正規職員

は１９０名程度おりますし、臨時職員を合わせますと３５０人ほど今現在おり

ますので、当然５０人未満のっていうことに当てはまらなくて５０人以上の事

業者でございますので、ここについては先ほど申しましたようにストレスチェ

ックをウェブ、あるいは紙ベースでして、その職場単位でね、職場単位でいわ

ゆる判断、いわゆる評価していただきますので、そこは奈良県市町村の職員共

済組合が連携してる、先ほど申しましたようにメンタルヘルスセンターという

ところでいわゆるストレスのチェック評価もしていただきますので、そこと連

携をして本人のストレス対策について実施をしていくということになっており

ますのでよろしくお願いいたします。  

以上です。  

○議  長  

総務防災課長。  

○総務防災課長  

もう一点のプライバシーのところでございますが、ここのいわゆる個人的な

ところを本人の医師の面接の指導を受けるとか有無については、本人の同意が

必要とされてますので、そこらも加味しながら実施していきたいというふうに

考えております。  

○議  長  
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森田君。  

○４  番  

お答えいただいてない点があるんですけども、平群町で関連で５０人以上の

ところはもう町以外で、私は社協とか、地域振興センターも５０人以上、また

は５０人未満でも努力目標と、努力義務というのがあろうかと聞いていますけ

れども、それの指導をどうされていこうとしてるのかというお答えもいただき

たいわけです。  

○議  長  

総務防災課長。  

○総務防災課長  

事業主がそれぞれ異なるわけでございますので、町としてはそういう５０人

未満の事業主、町関連の事業主についてもできるだけ努力義務ということにな

っておりますが、できるだけ、Ｗｅｂではちょっと難しいかなと思いますけど

も紙ベースでもしようと思えばできますので、その辺は連携も視野に入れなが

ら実施できるように協議もできたらしていきたいなというふうに考えておりま

す。  

それから、先ほど申しましたように産業医につきましては、このＷｅｂ検査

をするに当たっては、ストレスチェックの実施者になっていただくということ

で確認もとれておりますので、産業医とあわせて職員のストレス対策について

実施していきたいというふうに考えております。  

○議  長  

森田君。  

○４  番  

本当にありがとうございます。産業医も含めてこの対策をしていただくとい

う、本当にありがたいと思うんですけど、当然経費も上がってこようかと思う

んですけども、その辺のことはきっちり予算のこともお願い申し上げます。  

本当に一昔に比べて、本当に働きにくい社会、働いてもらいにくい社会にな

ってるいうことは事実でございます。組織は職員を守らないと組織目標は達成

できない、重要なことは人でございますので、職員のメンタルヘルスをきっち

り対応していただき、町の損失もないように努めていただきたいと思いますの

でよろしくお願いいたします。  

○議  長  

総務防災課長。  

○総務防災課長  

ちょっと私、先ほど産業医の先生方にストレスチェックの実施者になってい
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ただくということで今現在もう確認とれてるというふうに発言しましたが、間

違いでございまして、今協議中ということで訂正させていただきたいと思いま

す。  

以上です。  

○議  長  

森田君。  

○４  番  

まあ協議中ですけど、ぜひともプロに入っていただかないとわからないこと

がたくさんあると思います。ぜひとも職員の健康を、特に肉体的じゃなく精神

的に守ってあげていただきたい。そういうことをお願いしまして、次の答弁を

お願いいたします。  

○議  長  

３点目の答弁してください。観光産業課長。  

○観光産業課長  

それでは、３点目の御質問についてお答えします。  

平成２５年４月より近畿大学農学部と平群町は、町内実習圃場において農作

物の作付けから栽培・販売に至るまでの業務委託契約に基づき、アグリビジネ

ス共同実習という形で交流連携をしております。この共同実習を通じて、日本

酒「平群」の商品開発に加わっていただき、産学官連携として新聞や雑誌、テ

レビ、ネットなど多数のメディアに取り上げられたほか、収穫した農作物をく

まがしステーション直売所だけでなく、京都の百貨店でも町名を入れたポスタ

ーを掲げて販売され、本町のＰＲにも大きく寄与していただいていると考えて

おります。  

今年度の実習成果としましては、町内製造業者と産学官連携によるサツマイ

モを原材料としたジェラートの商品開発を行うことができました。開発したジ

ェラートは、町内製造業者が地域のＰＲにつながればと以前より商標登録をさ

れていた「へぐりっこ」と命名し、１１月２４日より来年１月末ごろまでの予

定で町内のイタリアンジェラートとパスタの専門店をはじめ、奈良市内の和風

カフェや近畿大学農学部内のコンビニなどにおいて期間限定で販売されており

ます。  

この実習を通じ、近畿大学の教員や学生たちに平群町を知ってもらい、地元

農業者、商業者との交流も深まってきている現在、平群町は近畿大学農学部と

相互の発展を目指した学術連携協定締結に向け協議を進めております。協定締

結の暁には、近畿大学農学部との関係はさらに親密なものとなり、耕作放棄地

対策も含めた平群町の農業振興、地域振興につながるもので、本町にとっては
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大きなメリットがあると考えております。  

以上です。  

○議  長  

森田君。  

○４  番  

ありがとうございます。近大農学部との共同実習農場のつくられた経緯はよ

くわかりました。こういうことをやるんであれば、当然エビデンス、書面を交

わすのが一般的だと思うんですよね。どういう目的で誰が費用を負担して、実

習結果を誰の権利が、誰に権利があるのかいうことが一般的だと思うんですよ

ね。実習農場にしては、本当に規模が小さすぎる。そんなもので、そしたら実

習農場であればですね、平群町がやるんであれば、今であれば普通の畑のかわ

りをやってるだけじゃないですか。実習ということであれば、実験とかいうも

のであれば、新しい品種を開発するとかそういうことがあってもいいんじゃな

いかというふうに思うんですよね。その辺のことを御答弁をいただきたいと。  

先月ですから、秋の収穫祭のときに、近大農学部でしたかね、道の駅でした

かね、黒いししとうといいますか、紫ししとうっていうんですかね、それとサ

ツマイモを加工したものを１００円で販売されてました。私も買い求めて食べ

ましたが、販売してる学生さんに聞いたんですけども、学生さん、ＴＰＰの締

結についてどう思いますかとお尋ねしても何も返ってこなかった。非常に残念

であります。住民としても、近大と平群町の関係もわからない。私にはわから

ないと思うんですけども、その辺のこともどういうふうに町にＰＲしていくの

かと、住民にＰＲしていくのか。大々的にやるなら耕作放棄地であれば、あれ

の１００倍ぐらいやらないと効果ないんじゃないですか。あれの１００倍か１，

０００倍ぐらいの耕作放棄地が平群町にたくさんあるわけですから、その辺を

どう結びつけていくんだという、その辺のことは御答弁ください。  

○議  長  

観光産業課長。  

○観光産業課長  

何点か再質問いただきました。  

まず書面を交わされているというような内容の質問だったと思うんですけれ

ども、先ほどの答弁の中でも業務委託契約ということで共同実習については取

り組んでいますと。したがいまして、業務委託契約書というものを近畿大学と

交わしております。  

また、非常に規模が小さいのではないかといった内容のものであったかと思

いますが、あくまでも学生が圃場で実習を学習する、実習圃場において作物の
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作付けから生産・販売までを学習するという場の提供ということで、こちらの

ほうの規模につきましては、大学側と協議の上で一定の作付面積等については

決定させていただいているというところでございます。したがいまして、もっ

と何百倍もの耕作放棄地対策をというような御質問やったかと思いますけれど

も、あくまでもそういった関係の中でそういった耕作放棄地対策にもつながり、

農業振興につながればということで現在、勉強させていただいているというと

ころで御理解いただきたいと思います。  

○議  長  

森田君。  

○４  番  

今課長から、委託契約というふうにおっしゃられましたね。委託ということ

であれば、当然お金が発生してるんじゃないかなというふうに思うんですよね。

これについて、委託であれば当然そういう契約をしてあるんであれば、町なり

振興センターが何かお金を払ってるんじゃないかと。  

それと、今、近大と町の役割分担がわからないと思うんですよね。町がどう

いう役割を担い、目的が近大のアグリビジネス実習に見ますと耕作放棄地を再

生したというふうに書かれてるんですね。目的はそこじゃないですか、平群町

としては。近大の実習することが目的なんですかって言うんです。それであれ

ば、平群町にメリットがないんじゃないですかということなんですよ。  

それで今、ジェラートをやったとか言うて、それであれば何か道の駅で売っ

たんであれば、どれぐらいの売り上げ規模があるんですか、これを今までやら

れて、２５年６月からやられて２年たつわけですから。やっぱり成果をあらわ

していただきたい。どなたかが質問したときに、こういう６次化いうのはすぐ

に結果が出ない、いつヒットをするかわからない、そんなことないでしょう。

よその自治体では、ばんばんヒット商品を出してますよ。私はテレビの情報と

か本の情報とか知りませんけども、本当にいろいろな成果を出している自治体

もあります。その大学に依頼しなくても、職員の方が汗をかき知恵を出して成

果を出してるところがあると思うんですけども、その辺のことをお答えくださ

い。  

○議  長  

観光産業課長。  

○観光産業課長  

まず、近大との業務委託の関係の中で委託料的なものということで御質問で

す。契約書の中で委託料というものは発生させておりません。金額の明示等は

ありません。ただ、一定実習の中で作物の生産ということで、売り払いという
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ものが発生します。そういったものをもって、実習圃場の運営に当たるという

ところで取り交わしをさせていただいております。  

あと、近大と町の役割、実習にかかわっての役割分担ということであったか

と思いますが、近大の実習につきましては基本的には４月から７月の前期、９

月から１２月までの後期と、前期後期の授業ということで週１回現地の圃場へ

来ていただいて学習していただくということで進めております。したがいまし

て、日常の管理につきましては平群町で圃場については管理をしているといっ

た、圃場に対して、アグリビジネスに関しての役割分担ということになります。  

以上です。  

すいません。６次産業の成果品ということですけれども、今年度の先ほど御

紹介しましたいものジェラートにつきましては、あくまでも初めということで

９０ミリリットル入りのものが１，４００カップ。これは当然、事業者とのい

う中での数量ということで販売に至ってるというところでございます。今回は

初めて町内業者と町内の原材料という中で、近大との取り組みの中で平群町産

のものができたというところで今後またこちらのほうは展開させていただきた

いというふうに考えてます。  

○議  長  

森田君。  

○４  番  

今のお話であれば、商品を売ったものは町に入らずに近大に入るというよう

なお話でしたね。違うんですかね。今、その売り払い、売り掛けはですねとい

うような、それで対価を払うというようなお話があったんですけども、それと

土地代とかいうのは町からの、振興センターから町から地主にお払いになって

る金額もないということでしょうかね。その辺がもう一度、お答えいただけま

せんでしょうか。  

○議  長  

観光産業課長。  

○観光産業課長  

すいません。私のちょっと答弁不足といいますか、一定農作物を生産してお

ります。その生産された農作物を売り払う金によって圃場の運営を行っている

と。苗代等も含めて、例えば土の肥やしとかも含めてそういった経費を賄って

いるというところです。  

あと、土地代なんですけれども、こちらのほうは土地所有者の御厚意をいた

だいて使用貸借ということで無料で借り受けてるという状況です。  

○議  長  
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森田君。  

○４  番  

近大が栽培したものは、全て自分の費用でやっておると。土地代も地主から

ただで借りているということでございますが、目的はこの近大の資料に書いて

いますように耕作放棄地の再生と書かれてますので、そのために平群町がこれ

を生かしてどうする、活用していくかというふうに思うんですよね。  

まあまあ、ＴＰＰの締結されますと、農業に重大な打撃を与えるというのが

一般的な新聞等の報道でございます。特に米に当たっては、諸外国、外国のも

のと対応できない。これはもう米については、平群町でもたくさんの方がおつ

くりになってます。米をやめられたら、また耕作放棄地がふえるという危機的

な状況になるんじゃないかと、耕作意欲をなくしてですね。近大も含めて、近

大がいいのかどうか別として、耕作放棄地対策は真剣に考えていただかないと

本当に平群町、本当に大変なことになりますよ。菊畑になるか、草、雑草の農

地になるかという私は分かれ目じゃないかなというふうに思うんですね。  

私は今、いろいろ課長が述べていただいたように職員と町、大学の方が検討

してるんですけど、やはりこういうことね、テレビ見ても地域再生のプロに頼

むべきだと。もう本当に学生だけでは、社会経験も豊富じゃないですから、私

はこういうことはお金を出しても地域再生のプロに頼んで早急に打率を上げな

いと、こんなん長くやっとっても意味はないと思うんですね。私は、こういう

ことは地域の再生のプロに頭を下げて、お金を出して頼むべきだということを

申し上げまして、私の一般質問を終わります。  

○議  長  

それでは、森田君の一般質問をこれで終わります。  

あと５名の質問者がありますが、これをもって本日の一般質問を終了し、明

日改めて一般質問を行いたいと思います。  

本日の会議はこれで延会したいと思いますが、御異議ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

異議なしと認めます。  

本日はこれで延会することに決定をいたしました。  

明日は９時から本会議を開き、一般質問を続行します。  

本日はこれにて延会いたします。  

（ブー）  
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延    会  （午後  ３時５８分）  

 


